
厚生労働省独立行政法人評価委員会目立病院部会 (第 32回 )

議 事 次 第

平 成 22年 8月 23日 (月 )

14:00～ 16:00
厚 生 労 働 省 専 用 第 21会 議 室

1 開会

2 議事

(1)国立病院機構

① 国立病院機構の財務諸表に関する意見について (報告)     |
② 国立病院機構の平成21年度総合評価について

③ 役員の退職に係る業績勘案率の決定について

(2)その他

① 独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法の変更について

3 閉会

<配付資料>                   ‐

【国立病院機構】

資料 1-1   国立病院機構の平成21年度の財務諸表の承認についての意見 (案)

資料 1-2   国立病院機構の平成21年度業務実績の評価結果 (案)

資料1-3   役員の退職に係る業務勘案率の算定について

【その他】

資料2-1-① 役員退職金に係る業務勘案率の決定方法の変更概要

資料2-1-② 独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の

決定方法について (案 )

参考資料    独立行政法人評価委員会における『独立行政法人の役員の報酬等及び

役員の給与水準』の活用について
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机上配布

個別項目に関する評価結果 集計表

※

独立行政法人国立病院機構

評価項目
平成21年度評価結果

平 均 評価結果 自己評価

1.診療事業 (1)患者の目線に立った医療の提供 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

2.診療事業(2)安心・安全な医療の提供 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

3.診療事業(3)質の高い医療の提供 4 4 4 5 4 4 4 4.14 A A

4.診療事業 (4)個別病院に期待される機能の発揮等 5 5 5 5 5 5 5 5:00 S S

5.臨床研究事業 5 5 5 5 5 5 5 5.00 S S

6.教育研修事業 4 5 5 5 5 4 4 4.57 S S

フ.総合的事項 4 4 4 4 4 3 4 3.85 A A

8.効率的な業務運営体制 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

9.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(1)経営意識の向上
(2)業務運営コストの節減等 ①業務運営コストの節減 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

10.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(2)②医療資源の有効活用 5 5 5 5 4 5 5 4.85 S S

11.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(2)③収入の確保 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

12.経営の改善 5 5 5 5 5
貫
υ 5 5.00 S S

13.固定負債割合の改善、医療機器・建物整備に関する計画 等 虞
υ 5 5 5 5 5

員
υ 5.00 S S

14.人事に関する計画、広報に関する事項 4 4 4 4 4 4 4 4.00 A A

【委員会としての評定の付け方】

①各委員の評価結果を、それぞれ点数に換算(S=5、 A=4、 B=3、 C=2、 D=1)。

②評価項目ごとの平均値を小数点以下を四捨五入して整数化し、S、 A、 B、 C、 Dに変換



【資料 1-1】

独評発第    号

平成 22年 月 日

厚生労働大臣

長 妻  昭 殿

独立行政法人評価委員会
委員長  井 原  哲 夫

意 見 書 (案 )

独立行政法人国立病院機構の平成 21年度に係る独立行政法人通則法 (平成 11年法律
第 103号。以下「通則法」という。)第 38条第 1項に規定する財務諸表 (独立行政法人
国立病院機構法 (平成 14年法律第 191号。以下「機構法」という:)第 14条第 1項に
規定する施設別財務書類を含む。以下同じ6)について、通則法第 3項及び機構法第 14条
第 2項の規定に基づく独立行政法人評価委員会の意見は、下記のとおりである。

通則法第 38条第 1項に規定する財務諸表については、独立行政法人国立病院機構から
平成 22年 6月 29日 付け国立病院機構発企第0629001号 をもらて行われた承認申
請のとおり承認することが適当である。

記



資料 1-2

独立行政法人国立病院機構

平成 21年度業務実績の評価結果

(案 )

平成 22年 8月 23,日 ―

厚生労働省独立行政法人評価委員会



1。 平成 21年度業務実績について

(1)評価の視点

独立行政法人国立病院機構は、国立病院 :療養所 (国立高度専門医療センター及びハン

セン病療養所を除 く。)の業務を承継 して平成 16年 4月 に新たに独立行政法人として発

足 したものである。

今年度の国立病院機構の業務実績の評価は、平成 21年 2月 に厚生労働大臣が定めた第

2期中期 目標 (平成 21年度～ 25年度)の初年度 (平成 21年 4月 ～ 22年 3月 )の達

成度についての評価である。

当委員会では、「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」等に基

づき、平成 20年度までの業務実績の評価において示 した課題等のほか総務省政策評価・

独立行政法人評価委員会から示 された 「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」

(平成 21年 3月 30日 同委員会。以下「政 。独委の評価の視点」とい う。)や 「平成 2

0年度における厚生労働省所管独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果等につい

ての意見について」 (平成 21年 12月 9日 同委員会)等も踏まえ、評価を実施 した。

(2)平成 21年度業務実績全般の評価

国立病院機構は、安全で良質な医療を効率的に提供 していくことが求められている。具

体的には、国の医療政策を踏まえつつ患者の目線に立った適切な医療を提供する「診療事

業」、国立病院機構のネットワークを活用 した「臨床研究事業」、質の高い医療従事者を

育成する「教育研修事業」等を安定的な経営基盤を確立しつつ効率的・効果的に運営 して

いくことを目指 している:

独立行政法人への移行後 6年 目にあたる平成 21年度においても、設立当初より取 り組

んでいる病院長の裁量・権限の拡大等を通 じ、業務進行状況の迅速な把握 と業務改善に努

めてお り、特に積極的な業務運営の効率化 と収支改善に向けた取組は、中期 目標に掲げる

経常収支に係る日標を 6期連続 して達成したことにカロえ、純和1益 348億 円を計上するな

ど特段の実績を上げている。こうした全体 としての大きな成果は、理事長の卓越 したリー

ダーシップの下に、各病院長をはじめ職員が懸命な経営努力をした結果であり、QC活動

(病院職員が自施設内の課題に応 じて小グループを構成し、業務の質の向上を目指して取

り組む自主的活動)な どに代表 される職員の意識改革がもたらしたものと高く評価する。

また、内部統制強化やコンプライアンスの推進等に適切に取 り組むとともに、国立病院機

構の契約に関しても「契約監視委員会」の設置など独立行政法人としてより透明性と競争

性の高い契約の実施に取 り組んでいる。

引き続き、地域連携クリティカルパスの実施や地域医療支援病院の増加など、地域医療
への取組を一層強化 し、地域医療に大きく貢献 しているほか、重症心身障害や筋ジス トロ

フィー、結核など他の設置主体では必ずしも実施 されないおそれのある医療についても、

セーフティネットとしての重要な役割を果たしている。

また、国立病院機構のネットワークを活かした臨床研究活動やEBM(根 拠に基づく医

療)の推進に向けた取組が順調に進捗 しているほか、質の高い治験の推進に向けた取組も

大いに実績を上げている。平成 21年度には、臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的



に推進する体制の検討準備を行つた結果、新たに平成 22年 4月 に「総合研究センター」
の設立に至ったところであり、今後の我が国における医療政策べの一層の貢献に期待した
い 。        .           、

さらに、平成 21年度においては、学校法人と連携し、高度な看護実践能力を持ちスキ
ルミックスによリチーム医療を提供していくことのできる看護師を養成する看護学部と、
全国に先駆けて特定看護師 (仮称)を養成する大学院の設置に向けて準備が進められ、本
年 4月 に東京医療保健大学東が丘看護学部及び大学院看護学研究科 (修士課程)を開設で
きたことは、大いに評価するものである。

このほか、新型インフルエンザ発生時においては、水際対策としての職員派遣やワクチ
ンの有効性,安全性の試験を迅速に実施するなど、国め危機管理対応にも大きく貢献した。

これらのことを踏まえると、第 2期中期目標期間の初年度に当たる平成 21年度の業務
実績については、全体として国立病院機構の設立目的1こ沿つて適正に業務を実施したと評
価できるものである。今後とも、患者の目線に立った良質な医療と健全な経営

.と のバラン
スがとれた一層の取組と、国立病院機構の役割等を踏まえ、全国 144病院のネットワー

クを活用し、積極的に国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図る姿勢を、期待
したい。

なお、中期目標に沿つた具体的な評価結果の概要については2の とおりである。また、
個別項目に関する評価資料については、別紙として添付した。

2.具体的な評価内容                            '
(1)診療事業

① 患者の目線に立った医療の提供

平成 16年度より実施している患者満足度調査について、総合評価をはじめ、「分
かりやすい説明」等の主要な項目で前年度の平均値を上回る満足度が得られており、
患者満足度の着実な向上を評価する。
セカンドオピニオン制度については、窓口を設置している病院数が増加し133病

院 (平成 20年度 129病院)と 充実が図られているが、引き続き、患者の理解や満
足度の向上に努めてもらいたい。

この他、MSW(医 療ソーシャルワーカー)の増員、院内助産所や助産師外来の開
設(土 日外来の実施など地域・患者・家族のニーズに合つた取組を着実に進めている
こと、また課題である待ち時間対策について様々な対策に取り組んでいることを評価
する。今後もこのような創意工夫をこらした様々な取組を期待する6

② 安心・安全な医療の提供

医療倫理の確立については、医療相談窓国の個室化等患者プライバシーヘの配慮、
適切なカルテ開示による診療情報の提供、インフオームド・コンセント推進への取組
等を行うとともに、全ての病院に倫理審査委員会を設置し、審議内容についても、ホ
ームページ上で掲示するなど、外部への公開を行つている。

医療安全対策については、標準化を図ることを目的に病院間で相互チェックを実施
する体制を整備するため専門委員会の設置や、

.医
療安全対策の情報発信として、報告



された事故事例等から作成した「医療安全白書」、「警鐘的事例」などは各病院の医

療安全対策を推進する上で評価できる取組である。また、これまで取 り組んできた人

工呼吸器の機種や使用医薬品の標準化も着実に進展している。

これ らの取組は、国立病院機構内部はもとより我が国全体の医療倫理、医療安全対

策の向上への貢献も期待されるところであり、安心・安全な医療の提供に資するもの

として評価する。

③ 質の高い医療の提供

クリティカルパスについては、実施件数が増加し中期計画に掲げた目標に向けて着

実に進展していることに加え、病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を

実践するため、地域連携クリティカルパスを実施する病院数の着実な増加を評価する。

EBM推進に向けた取組については、26項目にわたる臨床評価指標について、平

成 18年度から20年度の3カ年の実績を平成 21年度において公表するとともに、
「臨床評価指標の改善に関する検討会」の設置等、中期計画に掲げる臨床評価指標の

充実に向けた取組など各般にわたり努力しており、国立病院機構のネットワークを活

用した取組や成果としても評価する。

その他、長期療養者をはじめとする患者のQOL(生活の質)の向上に資する療養

介助職等の増員に,よ る日常生活のケアに関する介助サービス提供体制の強化、重症心

身障害、筋ジス トロフィーなどの老朽化した病棟の整備、チーム医療の推進のための

研修等これらの質の高い医療の提供に向けた取組を評価する。

④ 個別病院に期待される機能の発揮

地域医療への貢献については、地域連携クリティカルパスの実施や地域医療支援病

院の増カロ等により、地域の医療機関との連携について一層の強化・推進が図られ、紹

介率・逆紹介率ともに向上しており中期計画に掲げる目標に向けた着実な取組を評価

する。また、災害等における活動として計画どおりに研修を実施し、災害時における

活動や災害に備えた人材育成は国立病院機構にとって極めて重要な業務のひとつで

あり、今後も一層の貢献を期待する。

さらに、小児救急を含む救急医療については救急受診後の入院患者数及び救急車に

よる受入数ともに増加しており、中期計画に掲げる日標の達成に向けて着実に取り組

むとともに、地域の救急医療体制の中での国立病院機構としての役割を適切に果たし

ていることを評価する。

国立病院機構の本来目的の一つである政策医療の適切な実施については、結核や精

神医療をはじめ適切に実施されているが、とりわけ、心神喪失者等医療観察法に基づ

く指定入院医療機関について国立病院機構が全国の病床数の約 7割を占めるなど、職

員の確保等様々な課題を乗り越え、政策医療のセーフティネットとしての重要な役割

を果たし国の政策に大きく貢献していることを高く評価する。

また、新型インフルエンザA(HlNl)発生時の我が国における水際対策として、

厚生労働省の要請に基づき、成田空港をはじめとする全国8カ所の検疫所及び停留施

設へ多くの国立病院機構の職員を他の機関に先んじて迅速かつ継続して派遣するな

‐
3‐



ど国家の危機管理への多大なる貢献を高く評価する。

(2)臨床研究事業
EBM推進のためのェビデンスづくりについては、国立病院機構のネットワークを活用

した大規模臨床研究が順調に進展しており、これまでの一部の成果について発表を行い、
平成 21年度には新たに3課題の研究を選定した。今後とも引き続き具体的成果の情報発
信を大いに期待する。また、新型インフルエンザA(HlNl)ワ クチンに関して、質の、
高いデータをとりまとめ接種回数などワクチン接種に係る国の方針決定の判断に根拠を
与えたほか、接種開始に伴い約 2万 2千人を対象に安全性に関する調査を実施し、短期間
に精度の高いデータをとりまとめるなどワクチンに係る有効性・安全性の情報収集におい
て重要な役割を果たした。

治験については、CRC(治験コーディネータニ)の増員や積極的な取組により治験実
施症例数が大幅に増加し4,494例 (対前年度比5.7%増)と なり中期計画に掲げた
目標を達成しているほか、平成 21年度の承認医薬品の約 6割の治験に国立病院機構が関
わった。

この他、高度先端医療技術については、「高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術」な
ど11項 目について実施するとともに、「抗体測定方法及び小脳炎の診断マーカー」など
17件の特許等の出願を行つた。
これらの国立病院機構のネットワークを活かした臨床研究や治験の推進は、我が国の医

療の向上への貢献が期待される分野であり、国立病院機構のこれまでの実績を高く評価す
るとともに、今後とも積極的、継続的な取組を望みたぃ。

(3)教育研修事業    ,
国立病院機構においては、医師の臨床研修、看護師等育成などに積極的に取り組んでい

る。高度な看護実践能力を持ち、スキルミックスによリチーム医療を提供していくことの
できる看護師を養成するため、学校法人青葉学園 (東京医療保健大学)と の連携により、
機構の医療現場を最大限活用した密接な連携による臨床実習を充実させた4年間の看護
基礎教育課程 (看護学部)と 高度な看護実践課程 (大学院)から成る一貫した教育を行う
新構想看護学部・大学院を平成 22年 4月 に開設した。

特に、大学院における高度看護実践課程 (ク リティカル領域)においては、医師が臨床
教授として指導を行い、我が国のチーム医療の推准に貢献することを目的として全国に先
駆けた特定看護師 (仮称)の養成に取り組んでいることは、先進的な取組として大いに評
価する。

医師のキヤリアパス制度については、初期臨床研修終了後の専門領域の研修制度として
後期臨床研修制度 (専修医制度)の先進的な取組を評価する。また、本制度をより良いも
のとするために、専修医修了者等を対象としたアンケートの実施、さらには、平成21年
4月 に全人的医療を推進できる医師の育成や医師のキャリア形成支援のために、本部に
「人材育成キャリア支援室」を設置するなど今後の医師のキャリアパス制度の確立に向け
た取組に期待する。

看護師のキヤリアパス制度については、専任の教育担当師長の配置、研究休職制度や全
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国統一の研修ガイ ドラインの運用など様々な施策を講 じており、さらに、質の高い看護師

等の育成 として、卒後研修制度のモデル的導入など先進的な取組や附属看護学校における

全国平均を大きく上回る高い看護師国家試験合格率について高く評価 したい。

また、地域医療への貢献として、平成 21年度は2,378件 (対前年度比 6.3%増 )

の地域の医療従事者を対象 とした研究会や地域住民を対象 とした公開講座等を実施 して

お り、中期計画に掲げる日標の達成に向けた着実な取組を評価する。

(4)総合的事項

個別病院ごとの総合的な検証については、政策医療ごとの収支状況の分析に資する「政

策医療コス ト分析ソフ トウェア」の開発等を行つた。

エイズ金の取組については、全国 8ブ ロックのうち 4ブロックの拠点病院に国立病院機

構の病院が指定されている等エイズ医療拠点体制の充実に努めてお り、平成 21年度にお

いては、名古屋医療センターの院内にエイズ治療開発センターを設置 し、エイズに関する

治療・研究を総合的に推進するための体制を強化するとともに、各ブロック拠点病院にお

いて、エイズ医療の均てん化等を目的とした研修・会議を実施するなど積極的な取組を評

価する。

また、臨床研究、治験、診療情報の分析を総合的に推進するため、「総合研究センター」

の設立に向けての検討・準備に着手した。国立病院機構のネットワークを活用 した診療情

報の収集 0分析を実施 し、医療の質の向上と均てん化につながるエビデンスを集積するこ

とにより、今後の我が国における医療政策への一層の貢献に期待 したい。

(5)効率的な業務運営体制

本部機能の強化については、平成 21年度に内部監査を担当する業務監査室を新設 し、

内部統制の充実を図つた。また、引き続き医療機器や医事会計システムについて共同入札

を行 うなどで病院支援業務を実施 した。一方、ブロック事務所においては、病院職員の募

集・採用・異動や医療材料等の共同入本Lな どで病院支援業務を実施 した。これ らの本部職

員・ブロック事務所職員の取組を評価する。

効率的な管理組織体制については、本部 。ブロック事務所の職員数を削減するなど更な

る効率化を図るとともに、国家公務員の再就職者が就いているポス トの見直しとして、平

成 21年度には 3つの役員ポス トについて公募により後任者の選考を行つた。

弾力的な組織の構築については、各病院の地域事情や特性を考慮 した各部門の見直しが

行われ、特定の課題を担 う副院長複数制についても、平成 21年度は新たに 2病院におい

て設置 し、病院経営、地域医療連携、看護師確保の特命事項に取 り組んでいる。さらには、

地域医療連携部門の体制強化 として、平成 21年度には、地域医療連携室へ新たに 12病
院で専任の職員を配置 し紹介率等の向上を図る等これ らの取組を評価する。

職員配置については、業務量の変化に応 じ非常勤職員やアウトソーシングを活用 してい

るほか、上位の施設基準取得による収支改善も視野に入れた職員の配置も適切に行われて

お り評価する。技能職の削減については、引き続き計画を上回る実績を上げているが、不

補充後に業務の質が低下 しないよう配慮も求めたい。

全職員への業績評価制度については、平成 20年度から本格導入 してお り、平成 20年

‐
5‐



度の実績を平成 21年度の賞与に反映するなど国に先行した取組を評価するが、各自の目
標設定において、評価する側とされる側め間で認識の乖離が生じないよう配慮することも
重要である。

その他、平成 22年 3月 1日 には西札幌病院と札幌南病院を統合した北海道医療センタ
ーを開設する等、再編成業務の着実な実施を評価する。      ・

(6)業務運営の見直しや効率化による収支改善
① 経営意識の向上、業務運営コストの節減

平成21年度においては、職員の適正配置を行うこと等により診療報酬上の上位基
準の取得等を図るとともに、経費等のコスト削減に努め、機構全体として収支相償を
達成し、赤字病院数も32病院 (20年度40病院)と 減少した。また、医業収支が

特に良好な57病院の職員に対し年度末賞与を支給するなど引き続き経営に対する
インセンティブ付与に努めている。

さらに、前述の本部で実施 している医薬品の共同入札、一部のブロック管内での医

療材料等の共同入札等は機構のスケールメリッ トを活かした業務運営コス トの節減
に資する取組としても評価する。後発医薬品の利用については、金額ベース、数量ベ

ースともに平成 20年度実績を上回つてお り、引き続き中期計画に掲げた目標に向け
て着実に取 り組んでいただきたい。

他方で、建築コス トの削減にも引き続き取り組んでお り、こうした各方面での努力
が (7)に記すような大きな収支改善に繋がっているものであり、コス ト削減につい

ては全体 として評価する。また、平成 23年度から事務消耗品等の物品調達業務につ

いて、市場化テス トを実施することとしており、今後のよリー層のコス ト削減に期待
したい。

一般管理費の節減については、目標 として 15%減のところ41.2%減 と中期計
画に掲げる日標を大きく上回つたことを評価する。

② 医療資源の有効活用

CT、 MRIの 高額医療機器については、稼働数向上に向けた分析や人材の有効活

用により稼働総数が増加したとともに、積極的な広報活動による他の医療機関との連

携強化などの努力により共同利用数が大幅に増力日し中期計画に掲げる目標を上回っ

たことを高く評価する。

病床稼働については、結核病床の一般病床とのユニット化や医療内容の高度化等の
退院促進による平均在院日数の短縮化により非効率となった病床等を整理:集約する
ことで、効率化が図られている。また、これにより、人材の効率的な配置による上位
基準の取得等にも繋がり、人的・物的資源の有効活用として評価する。

IT化の推進については、財務会計システム等の活用などを通じて、経営状況の把
握や分析等の精度を向上させ適切な経営改善を実施するとともに、医事会計システム
の標準化による機構のスケールメリットを活かした IT投資費用の低減により、17.
5億円のコスト削減を達成したことを高く評価するが、標準化はコスト削減のみなら
ず各病院に蓄積された情報を共有・活用することで経営分析等にも寄与するものであ
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ることか ら、早期に全ての病院において標準化されることを期待する。

③ 収入の確保

、未収金対策については、平成 21年 10月 に導入された出産育児一時金等の医療機

関等への直接支払制度を活用することで、分娩費用に対する未収金の縮減に努めるな

ど未収金対策の徹底による医業未収金比率の着実な低減を評価する。さらに、医業未

収金の縮減方策 として、文書督促を原則 とするクリティカルパス方式を試行するなど:

今後の進展に期待する。一方で、支払案内業務等にかかる市場化テス トについては、

今後さらなる検証を実施すべきである。

臨床研究事業においては、各病院における臨床研究部の設置など基盤整備を進め、

外部競争的資金や受託研究費の獲得に努めてお り評価する。

(7)経営の改善

平均在院 日数の短縮や地域連携による診療報酬にかかる上位基準の取得等により、経常

収支率 104.9%、 経常利益 388億 円と機構発足以来 6年連続の経常収支プラスであ

るとともに、平成 21年度計画における経常収支率 102.5%を 大きく上回つた。こう

した結果は、理事長の卓越 した リーダーシップの下、本部の経営指導もさることながら各

病院長をはじめ全職員が懸命な努力をした結果であると高く評価する。

個別病院についても、平成 19年度末に策定 した経営改善計画 (再生プラン)に基づき、

58病院中 37病院 (平成 20年度 31病院)の経常収支が平成 21年度計画を達成 した

ことや赤字病院の減少など着実な経営改善を高く評価する。

(8)固定負債割合の改善、医療機器・施設整備に関する計画等

国立病院機構発足時に承継 した国時代の膨大な負債 (7,471億 円)と 老朽化 した病

院を数多く抱えながらの経営の中でく建築単価の見直しをはじめとした様々な経営努力に

より、病院の機能維持に必要な整備を行いつつ、毎年着実に固定負債を減少 させ、平成 2

1年度までの 6年間で 2,000億 円 (26.8%)の 減少を達成したことを高く評価す

る。

また、前中期 目標期間からの繰越金などの自己資金を活用することにより、財政融資資

金等外部から新たな借入を行わず必要な投資を行つたことを評価する。

(9)そ の他の業務運営等に関する事項

人事に関する計画に関して、先に記 した療養介助職の増員のほか、技能職の削減につい

ては計画を上回つて進展している。

医師確保対策については、「人材育成キャリア支援室」の設置による専修医制度の研修

コースや研修プログラムの充実、諸手当の改善、医師向けパンフレットの大学等関係機関
への配布や研修医・専修医向け情報紙の創刊など様々な取組を評価する。

障害者雇用に対する取組についても、法定雇用率の達成を維持すべ く、委託範囲や業務

分担の見直 し等により引き続き障害者の雇用に努めている。

また、広報に関する事項として、ホームページを見やすくする工夫の実施や国立病院機
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構のパンフレットの地域医療機関等に対する積極的な配布を評価する。

(10)評価委員会が厳正に評価する事項及び政・独委の評価の視点等への対応について
① 財務状況について

病院毎の機能・規模を踏まえた職員の適正配置、平均在院日数の短縮や地域連携に
よる診療報酬にかかる上位基準の取得等により、純利益348億円を計上したことを
高く評価する。また、平成21年度の利益剰余金を目的積立金とすることについて、
これは機構が莫大な国期間債務を確実に償還し、必要な建物及び医療機器の整備を行
うために不可欠であり、機構の経営努力の成果である利益余剰金を中期計画に貝Jつ て
処分するものであることから妥当である。

② 保有資産の管理 0運用等について

平成21年度は、老朽化した宿舎や建て替えのために使用しない病棟等については、
減損を認識し、これらについては今後病棟・宿舎等の建て替えに有効活用するほか、
病院機能との相乗効果が図られる貸付等により有効活用を行うこととしており、保有
資産を有効活用してしヽると評価できる。

なお、独立行政法人通則法の一部改正及び事業仕分けにおける改革案を踏まえ、再
編成計画により廃止した 7病院跡地を現物で国庫納付することとしており、今後とも
保有資産の適正な管理を期待する。

③ 組織体制・人件費管理について

国立病院機構職員の給与について、平成 21年度のラスパイレス指数は、病院医師
109.7、 病院看護師94.3(事務 0技術職 97.2と なっている。病院医師の
みが国の給与水準より高いものとなってぃるが、自治体病院や民間医療機関とはまだ
なお相当な開きがあり、医師確保が切実な問題となつている昨今におぃては、他の医
療機関と遜色ない給与水準に近づけることは必要な措置であることから、医師手当な
ど国と異なる機構独自の諸手当は適切であると考える。もちろん、医療職種のモチベ
ーションが金銭面だけではないことは自明であり、勤務体制や環境整備はもとより魅
力ある病院づくりも重要な課題である。

また、総人件費改革の取組として、技能職の退職不補充、非効率病棟の整理・集約、
事務職の削減、給与カーブの変更・調整額の廃止などを行い、平成 18年度以降平成
21年度までの削減額 226億円 (7.41%)に ういては高く評価できる。
他方、増額は408億円あり、総人件費改革の基準値である平成 17年度の人件費

と比すると183億円増となり、行革推進法等による削減率を達成していないものの、
人件費率と委託費率を併せた率 (対医業収益)57.4%は 、平成 17年度決算 (5
7.8%)に比べて 0。 4ポイント低下している。また、他の設置主体では代替困難
な医療観察法等に基づく医療体制め整備、医療計画を踏まえた救急医療など政策医療
推進のための対応や医師不足解消に向けた取組によるものであり、国立病院機構の役
割を果たしていくためには必要な措置と認められる。

今後とも適正な人件費管理を行つていくことは必要であるが、医療現場を巡る昨今

‐
8‐



の厳 しい状況のなかで、患者の日線に立った良質な医療を提供 し、国立病院機構に求

められ る役割を着実に果た してい くためには、引き続き医師、看護師等の人材確保が

必要であるとともに、事務職やコメディカルの配置抑制が既に限界に達 していること

も踏まえると、医療現場に対する総人件費改革の下律の適用はもはや困難であり、早

期撤廃 を望む。

福利厚生費については、これまでに取 り組んできたレクリエーション経費の見直 し

をはじめ、平成 21年度には弔電、供花や永年勤続表彰などについても厚生労働省に

準 じた基準とするなど事業運営上不可欠なものに限定 し、適切に取 り組んでいる。

④ 事業費の冗費の点検について

事業費の冗費の点検については、平成 22年 1月 に全病院に対 し経費削減への取

組状況の調査を行つたところであ り、今後はその結果を踏まえたさらなる取組に期

待する。一方で、機構がこれまでに取 り組んできた、独立行政法人国立病院機構総

合情報ネ ットワークシステム (HOSPnet)の 最適化や電力の自由化に伴 う一

般競争入札等による経費削減、さらには、本部における水道光熱費等一般管理費の

大幅な削減を評価する。

⑤ 契約について

国立病院機構においては、これまでの厳 しい指摘を踏まえ、一般競争入札を原則 と

するとともに、引き続き内部監査や監事と連携 した抜打監査を実施した。また、平成

21年 7月 には、「随意契約見直 し計画」にかかる平成 20年度実績をホームページ

に公表 し、計画の達成には至らなかったものの、競争性のない随意契約の状況は 18
年度 と比較 し大幅に減少 したことはこれまでの成果として評価できる。

一方で、
・
政府の要請を踏まえ、平成 21年 12月 に 「契約監視委員会」を設置 し、

平成 20年度に締結 した契約の うち、競争性のない随意契約や一者応本L・ 一者応募 と

なった契約について個々に点検・見直しを実施 し、平成 22年 4月 には新たな随意契

約見直 し計画である「随意契約等見直し計画」を策定 したところであり、今後は計画

達成に向け、より透明性 と競争性の高い、厳正かつ適切な実施に期待 したい。

⑥ 内部統制について

理事長は、週例及び月例の役員会において、国立病院機構の理念や方金十を役員に示

す とともに、各ブロック担当理事を通 じ管内の施設に適切に周知している。また、国

立病院機構総合医学会等において、理事長 自らが職員等に対し方針等を示すなど公正

かつ誠実な組織づ くりに努めてお り、適切な統制環境の確保に向けて取 り組んでいる

と認められる。

さらに、平成 21年度においては、本部に、従来の 5部体制 とは別に内部監査を行

う業務監査室を新設 し、各ブロック事務所 との協力の下、新たに各病院に対し内部監

査 (書面及び実地監査)を行 うことで、従来から実施 している独立行政法人通貝J法に

基づく監事監査及び外部監査の三者の監査体制が確立 したところである。また、これ

らにより判明した改善点等は役員会等で把握・検証が行われてお り、統制環境の改善
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が図られていると評価する。

1(2)平成 21年度業務実績全般の評価で前述したとおり、法人の業績は中期計
画・年度計画に沿つておおむね達成しており、これは、年度計画や業績測定のための
尺度がおおむね妥当であったことによるものと認める。

このほか、標準的業務フローやコンプライアンスチェックシートの作成など様々な
取組を評価する。

⑦ 事務・事業の見直し等について

国民のニーズを踏まえた業務改善としては、患者満足度調査の指摘・意見を各病
院にフィァドバックすることで、アメニティの向上、診療時間の改善など様々な業
務改善に取り組んでいる。

職員による自主的な業務改善としては、Qc活動などを通じて病院業務の質の向
上に努めている。

また、国民のニーズとずれている事業や費用対効果の乏しい事業について、平成
21年度においては、適切な病院運営、経営改善の観点から、病棟の稼働状況に応
じた整理・集約を実施しており、全体として適切に取り組んでいると評価できる。

③ 法人の監事との連携状況について

当委員会では、評価の実施に当たり、監事の監査報告書め提出並びに監事監査の実
施状況及び業務運営上の検討点について説明を受け、・評価を行つた。

⑨ 国民からの意見募集について

当委員会では、評価の実施に当たり、平成 22年 7月 8日 から8月 6日 までの間、
法人の業務報告書等に対する国民からの意見の募集を行ったところ、意見は寄せられ
なかった。
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資料173

国立病院機構発総第0818002号

平 成 22年 8月 18日

厚生労働省独立行政法人評価委員会
'

委員長 井 原 哲 夫 殿

独立行政法人国立病院機構

理事長  矢 崎  義

独立行政法人国立病院機構の役員の退職について

平成 22年 3月 31日付けで:当機構の次の役員が退職いたしま L/た ので、その

退職手当に係る業績勘案率の算定をお願いします。

在職期間

記

小 林 桂 雄

理  事

平成 20年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日

可

名
　
職

氏
　
一役



独立行政法人国立病院機構の役員の退職金に係る業績勘案率

1.退職役員について

(1)氏  名 :小林 桂雄 (こ ばやし けいお)

(2)役  職 :独立行政法人国立病院機構 理事 (労務担当)

(3)在職期間 :平成 20年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日

2.業績勘案率の算定につい

(1)役員の在職期間のうち法人の年度評価力`実施された期間の評価結果!三基づく算定

平成21年度 平成 20年度

法人の年度業績勘案率

(別 添 1)
1. 7 1 1.71

平均値の分類 X X

各分類に対応する率 1. 5 1. 5

○ 在籍月数 :24か月 (平成 20～ 21年度各 12か月)

(2)役員の在職期間のうち法人の年度評価が未実施の期間の実績に基づく算定

なし。

(3)業績勘案率の計算式 (在籍月数合計 24か月)

(1.5X12+1.5X12)÷ 24=1.5

(4)役員の在職期間における目的積立金等の状況  ヽ

口 平成 20年度決算における29, 995百 万円の剰余について積立金とした。

・ 平成 20年度及び平成 19年度における積立金のうち、独立行政法人会計基準第 80
第 3項の規定に基づき収益化 した運営費交付金債務残高 3,164百 万円を除 く、

50,723百 万円の剰余について、次期中期目標期間の繰越積立金とした。

‐ 平成 21年度決算における34,756百 万円の剰余について目的積立金とすることと
・
した。                       ∫

(5)退職役員に係る職責事項についての申出

なし。  |

(6)(1)～ (5)までに上る業績勘案率の試算

→ 1.5(試 算結果)             ・

(7)業績勘案率の事務局案について

小林氏の業績勘案率については、

① 法人の業績評価は高く、委員会決定方法によると1.5と なる。



② 平成 21年度の剰余金について、今年度目的積立金として34,756百 万円を計上

する予定となっている。

※ 承認されれば、平成 18年度の目的積立金の5倍 となる。

③  2o年 度も利益を計上しており、経営が良好である。

④ 労務担当理事として、職員の勤務環境の改善を図つたことから、看護師の離職率が

11.2%(19年 度)か ら10.3%(20年 度)に低下、育児休業取得者の職務復

帰率が92.7%(19年 度)から94.60/0(21年度)に向上し、ひいては7:1
入院基本料等の上位基準の取得につながつており、法人の業績に貢献が認められる。

ことから、業績勘案率が 1.0を超えることは妥当。

次に、業績勘案率を幾つに算定するかについては、小林氏の前任に当たる元理事 (労務担

当。平成 20年 3月 31日退職)について、政・独委から、

① 平成 18年度に目的積立金7,741百 万円を計上するなど業績が特に良好

② 法人の経営改善及び目的積立金の計上に関して、労務担当理事として給与制度の改定

や業績評価制度の導入等に尽力し、特段の貢献が認められる。

として、業績勘案率 1.2について同意を得ていることと比較考慮すれば、

小林桂雄氏の業績勘案率は 1.2
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(1)在職期間に係る法人及び前理事の業績について

国立病院機構は平成 16年度に独立行政法人として発足して以来、これまで診療 口臨床研

究・教育研修面に加え、経営面においても中期目標の水準に対し、大きな成果を上げてきた。

診療面においては、地域医療への大きな貢献や重症心身障害、筋ジス トロフィー、結核な

ど他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療について、セーフティネッ トと

しての重要な役割を果たすとともに、臨床研究面においては、国立病院機構のネットワーク

を活かした臨床研究活動やEBM(根 拠に基づく医療)の推進、質の高い治験の推進に積極

的に取り組み、大きな実績を上げている。

特に、新型インフルエンザ発生時においては、水際対策としての職員派遣やワクチンの有

効性・安全性の試験を迅速に実施するなど、国の危機管理対応に大きく貢献した。

さらに、教育研修面においては、学校法人と連携し、全国に先駆けて特定看護師 (仮称)

を養成する大学院等の設置に向けて準備を進め、本年 4月 に開設することができた。

またt経営面においては、診療報酬の上位基準の取得等による収益増及びコス ト削減によ

る経営改善を行つた結果、6期連続の経常収支プラス、5期連続の黒字経営を達成し、平成

21年度においてはtこれまでの実績を大きく上回る純利益 (348億円)を計上するなど

特段の実績を上げた。   、

小林前理事においては、労働条件にかかる労使協議等、次の人事・給与制度に関するもの

等について、労務担当の理事として、その解決に尽力し、制度の実現等に寄与した結果、上

記の法人の業績に多大な貢献があつた。

特に勤務時間・休暇制度に関する取り組みについて、職員の勤務環境の改善を図つたこと

により、看護師の離職率が 11.2%(19年 度)か ら10.3%(20年 度)に低下、育

児休業取得者の職務復帰率が 92.7%(19年 度)から94.6%(21年 度)に 向上 し

た。このように、看護師の職場への定着化を推進し、円滑な病院運営に寄与するとともに、

7:1入院基本料等の上位基準取得につながり、法人の経営改善に貢献 した。

(人事・給与制度に関するもの)

① 独立行政法人発足時の給与カープのフラット化等にかかる労働裁判への対応

(平成20～ 21年度)

｀
当該人事 口給与制度等に関して提起された訴訟において、役員として、機構における制度

の制定の必要性及び正当性の説明等の対応方針の策定を主導した。

なお、平成 18年 12月 の第 1審判決では、機構が勝訴しており、現在は控訴審の審理中

である。(平成 19年 1月 控訴)



② 業績評価制度の運用問題等に伴う労使対応 (平成20年 4月 に一般職員に導入)

中央労働委員会のあっせん員見解 (平成20年 3月 )に基づき、平成20年 11月 に業績

評価に係る苦情処理体制の充実を図つたところであり、役員として、苦情処理帝1度の充実に

関する対応方針の策定を主導した。

その後、制度運用の問題に関して団体交渉を2回実施したが、適切な制度運用に向けた指

導等に関する対応方針の策定を主導した。

③ 平成 21年度給与改定に伴う労使対応

平成21年度の給与改定については、基本給の引き下げとともに、ボTナスについても、

年間4.5月 分を0.35月 分引き下げ4.15月 分とするものであり、非常に厳しい内容

であったし

これに伴う労使対応に関して、役員として、国立病院機構の経営状況、民間春期賃上げや

人事院勧告の状況などの諸条件を勘案しつつ、機構の給与改定にかかる対応方針の策定を主

導した。

(勤務時間・休暇制度に関するもの)

④ 職員の勤務時間短縮の実施 (平成 21年 4月 )

国の職員の勤務時間を定めている「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」等の

改正により、国の職員について平成 21年 4月 より勤務時間が短縮されることとなったこと

等を考慮し、国立病院機構においても平成21年 4月 より職員の勤務時間を1日 8時間から

7時間45分に短縮した。

国の職員の勤務時間の短縮に当たり、「これまでの行政サービスを維持し、かつ、行政コ

ス ト増加を招かないこと」、「公務能率の一層の向上」が前提とされていたことから、国立病

院機構においても良質な患者サービスを維持・継続していくとともに、一層の業務能率の向

上を図りつつ、休憩時間を15分延長し拘束時間を変更しないこととした。

これに対し、労働組合は拘束時間の短縮が図られない制度改正は認められないと主張して

い ■‐ .

これに伴う労使対応に関して、役員として、機構における勤務時間の短縮の必要性及び正

当性の説明等の対応方針の策定を主導し:患者サービスを低下させずに国民の理解が得られ

るよう制度改正を行つた。

⑤ 第二期一般事業主行動計画の策定 (平成21年 4月 )

一般事業主行動計画は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、仕事と育児の両立支援

の促進を目的としており、事業主は、行動計画を策定のうえ公表・届出することが義務付け

られている。国立病院機構においては、平成 17年 4月 ～21年 3月 までを期間とする第一

期一般事業主行動計画を策定し、仕事と育児の両立支援の促進に取り組んできたところであ

る。

平成21年 4月 からの第二期一般事業主行動計画の策定に当たっては、役員として、仕事

と育児の両立を支援する各種制度の活用状況などの第一期計画の検証を行うとともに、第T
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期計画に対する職員の受け止め方についてアンケー トを行うなど、第二期計画の策定方針を

明確にし、職員が育児に親 じむ職場環境の形成に向けての取り組みを主導 した。

⑥ 労働基準法の改正に伴う制度改正 (平成 22年 4月 施行 )

長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和がとれた社会

を実現することを目的として労働基準法が改正された。

労働基準法の改正の伴う機構における制度改正に当たつては、役員として、時間外勤務の

縮減、長時間勤務による健康障害の防止等の観点から、制度改正の方向性を示し、長時間勤

務の抑制に向けての取 り組みを主導 した。

⑦ 育児・介護休業法の改正に伴う制度改正 (平成 22年 6月 施行)

少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を

目指して、育児・介護休業法が改正された。

育児・介護休業法の改正に伴う機構における制度改正に当たつては、役員として、仕事と

1子育ての両立支援の推進の観点から、制度改正の方向性を示し、子育てをしながら働き続け

ることができる勤務環境の整備に向けての取り組みを主導した。

(人材育成に関するもの)

③ 職員研修の充実強化 (平成 20年度～ 21年度)

国立病院機構においては、発足以来、有為な人材の育成や能力の開発を行うための研修を

行つてきたところである。

第 2期中期目標等を踏まえた研修のあり方に関し、役員として、幹部あるいは幹部候補生

の意識改革につながる研修、部門の強化等につながる研修、医療技術系の研修の実施など、

研修の充実強化の方向性を示し、機構の人づくりに向けての取り組みを主導した。

(その他の労使対応)

⑨ 南横浜病院の廃上に伴う労使対応 (平成 20年 12月 廃止)

南横浜病院については、結核・一般入院患者の大幅な減、収支改善の見通しが立たない状

況を踏まえて、神奈川県内の結核医療を神奈川病院に効率的に集約することとして、平成 2

0年 12月 1日 に廃止 した。

廃止までの間に、職員の雇用確保問題等について、2回の団体交渉を行つたところであり、

役員として、職員の雇用確保の考え方、意向調査の実施方法、人事異動の考え方等の対応方

針の策定を主導 した。       _

(2)在職時に受けた役員報酬

役員報酬への役員の業績反映においては、独立行政法人評価委員会の評価、法人・各病院

の経営状況及び個人の業務実績評価を考慮して、発足以来、前年度に対する増減率 100分
の100と して取扱つてきたところである。



(別 添 1)

個別項目に関する評価結果

独立行政法人国立病院機構

平成20年度 平成21年度

平 均 評価結果 対応率 平 均 評価結果 対応率

1.診療事業(1)患者の目線に立った医療の提供 4.00 A 1診療事業(1)患者の目線に立った医療の提供 A

2診療事業(2)患者が安心できる医療の提供 400 A 2.診療事業(2)安心・安全な医療の提供 A

3診療事業(3)質 の高い医療の提供 S 3診療事業(3)質 の高い医療の提供 414 A

4臨床研究事業 500 S 4診療事業(4)個別病院に期待される機能の発揮等 S

5教育研修事業 A 5臨床研究事業 S

3災害等における活動 400 A 6教育研修事業 S

7.効率的な業務運営体制の確立 A 7総合的事項 A

3業務運営の見直しや効率化による収支改善
(1)業務運営コストの節減等
(2)業務運営の効率化に関する事項

400 A 3効率的な業務運営体制 400 A

D.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(3)医療資源の有効活用

485 S

9.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(1)経営意識の向上
(2)業務運営コストの節減等 ①業務運営コストの節減

′A

10業務運営の見直しや効率化による収支改善
(4)診療事業以外の事業に係る費用の節減等

A
10業務運営の見直しや効率化による収支改善
(2)②医療資源の有効活用

485 S

11 業務運営の見直しや効率化による収支改善
(5)財務会計システムの導入等IT化の推進
(6)業務。システム最適化

S
11 業務運営の見直しや効率化による収支改善
(2)③収入の確保

A

12経営の改善 S 12経営の改善 S

13固定負債割合の改善、重要な財産の譲渡等 500 S 13固定負債割合の改善、医療機器・建物整備に関する計画 等 S

14.人事に関する計画 A 14.人事に関する計画、広報に関する事項 400 A

1.71
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国立病院機構発総第0818001号

平 成 22年 8月 18日

厚生労働省独立行政法人評価委員会

委員長 井 原 哲 夫 殿

独立行政法人国立病院機構

理事長  矢 崎  義

独立行政法人国立病院機構の役員:の 退職について

平成 22年 3月 31日 付けで、当機構の次の役員が退職いたしましたので、その

退職手当に係る業績勘案率の算定をお願いします。

在職期間

記         :

湖 島 知 高

理  事

平成 21年 8月 28日 から平成 22年 3月 31日

名
　
職

氏
　
役



独立行政法人国立病院機構の役員の退職金に係る業績勘案率

1.退職役員につい

(1)氏   名 :湖島 知高 (こ じま ともたか)

(2)役  職 :独立行政法人国立病院機構 理事 (理財担当)

(3)在職期間 :平成 21年 8月 28日 から平成 22年 3月 31日

2.業績勘案率の算定につい

(1)役員の在職期間のうち法人の年度評価が実施された期間の評価結果に基づく算定

平成 21年度

法人の年度業績勘案率

(別 添 1)
1.71

平均値の分類 X

各分類に対応する率 1. 5

○ 在籍月数 :8か月 (平成 21年度 8か月)

(2)役員の在職期間のうち法人の年度評価が未実施の期間の実績に基づく算定

なし。

(3)難

(1.5X8)÷ 8=1.5

(4)役員の在職期間における目的積立金の状況

・ 平成 21年度決算における34,756百 万円の剰余について目的積立金とすることと

した。 、

(5)退職役員に係る職責事項についての申出

なし。

(6)(1)～ (5)までによる業績勘案率の試算

→ 1.5(試 算結果)

(7)業績勘案率の事務局案について

湖島氏は、在任期間は 8か月と短く、また、別紙に記載された業績等から、在職期間内に

成し遂げた特筆すべき成果が確認できないことから、        ―

湖島知高氏の業績勘案率は 1.0



(1)在職期間に係る法人及び前理事の業績について

国立病院機構は平成 16年度に独立行政法人として発足して以来、これまで診療・臨床研

究・教育研修面に加え、経営面においても中期目標の水準に対し、大きな成果を上げてきた。

診療面においては、地域医療への大きな貢献や重症心身障害、筋ジストロフィー、結核な

ど他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療について、セーフティネットと

しての重要な役割を果たすとともに、臨床研究面においては、国立病院機構めネットワーク

を活かした臨床研究活動やEBM(根拠に基づく医療)の推進、質の高い治験の推進に積極的

に取り組み、大きな実績を上げている。

特に、新型インフルエンザ発生時においては、水際対策としての職員派遣やワクチンの有

効性・安全性の試験を迅速に実施するなど、国の危機管理対応に大きく貢献したも

さらに、教育研修面においては、学校法人と連携し、全国に先駆けて特定看護師 (仮称)

を養成する大学院等の設置に向けて準備を進め、本年4月 に開設することができた。

また、経営面においては、診療報酬の上位基準の取得等による収益増及びコス ト削減によ

る経営改善を行つた結果、6期連続の経常収支プラス、5期連続の黒字経営を達成し、平成

21年度においては、これまでの実績を大きく上回る純利益 (o48億円)を計上するなど

特段の実績を上げた。

湖島前理事においては、国立病院機構の業務運営の見直しや効率化による収支改善など法

人及び個別病院の財務管理の安定・強化に向け、理財担当の理事としてその解決に尽力した。

特に、固定負債については単年度で約8%も圧縮したことにより財政基盤の強化に貢献し、

建替整備についても建替後の経営目標の緩和や借入金の償還期間の延伸を認めるなどの支

援措置を講じ、投資を促進する方向を示すなど貢献した。

なお、具体的な実績等については、下記のとおりである。

(内部資金等を活用した固定負債の改善策)

① 内部資金等を活用した固定負債 (長期借入金残高)の改善

固定負債については、役員として、内部資金の活用や建築コス トの合理化などにより、各

病院の機能の維持・向上を図りつつ、新たな借り入れを行わずに第 2期中期目標を上回る整

備を確保するよう主導し、長期借入金残高 (平成20年度末5,971億 円)を約定どおり

償還 (502億円)し たことにより、第 2期中期目標の「5年間で平成20年度長期借入金

残高の 1割削減」を大幅に上回るペース (単年度で▲8: 4%)で縮減した。

(固定負債残高)、 平成 20年度末  平成21年度末

5,971億 円 5,469億 円 (平成 2o年度末比▲8.4%)

② 剰余金を活用した固定資産の取得

平成20年度決算において積立金として整理し、第二期中期目標期間に繰り越した507
億円について、平成21年 6月 に厚生労働大臣から積立金の承認を受け、当該役員の主導に

より、平成21年度に建替整備により新たに取得した固定資産554億円に全てを充当した。



(個別病院毎の経営改善策)

③ 個別病院毎の経営改善計画 (再生プラン)の実施

平成 20年 3月 に本部において承認 した中期的 (平成 20～ 22年度)な個別病院毎の経

営改善計画 (再生プラン)について、その進捗状況の確認を行つた。

また、経営手腕を発揮 している院長及び副院長等に再生プラン特別顧間を委嘱するととも

に、本部及びプロック事務所に専属チームを設け、年度計画に対 して経常収支が著 しく下回

っている病院への個別訪問 (延べ 11病院)を行うなど、収支改善に努めた。
.さ

らに、12月 には運営費を短期借入金で賄つているなどの 13病院を本部に招集し、本

部役員と病院長および事務部長との経営改善に関する意見交換会議を行い、役員として、個

別病院における収支改善に努めるよう主導した。

(参考 :再生プランの具体的な取組み)

※  本部・ブロック事務所の体制

本部及びブロック事務所に専属チτムを設置し、さらに病院長、副院長等を本部特別顧間

として委嘱

・本部特別顧間 (再生プラン担当)   19名
L本部再生プラン専属チーム      22名
・ ブロック事務所再生プラン専属チーム  フ1名

(業務運営の見直し及び効率化による収支改善策)                        |
④ 建物整備

建物整備については、国時代の建築コス トの約 50%に抑えつつ、第 2期中期目標期間中     |
の見込額の 1,679億 円に対し、その約29%の 482億 円の投資を行い、質 口量の充実 ,

を実現 した。

平成 21年度

中期目標期間中の投資額

(内部資金含む)

482億 円

投資額に対する割合

(累計額/1,679億 円)

28. 7%

病棟建替等を行う場合、病院が自己資金の 1/3を用意することを原則としているが、整

備に伴う収益増加や費用削減により将来の収益が確保されるときは、自己資金 1/3がなく

ても投資を進める枠組を明確化し、黒字病院、赤字病院に関わらず、病院機能を向上させる

部門を中心に投資することにより、患者の療養環境の改善と、病院の経営体力の向上及び自

立性を高める整備を進めている。平成 21年度においては、役員として、整備条件における

建替後の経営目標の緩和や建替に伴う借入金の償還期間の延伸を認めるなどの支援措置を

講 じ、投資を促進するよう主導した。

⑤ 平成21年度補正予算における国立病院機構出資金

昭和 49年度築以前の老朽化 した重症心身障害、筋ジス トロフィー (神経難病含む)、 精



神病棟の建替を促進させた。(国立病院機構出資金 )

早期改善を目標とし、平成21年度においては、51施設の設計委託を行い、うち 3施設

については工事契約を終了している。

⑥ 医療機器整備

医療機器整備については、購入単価を低下させつつ、第2期中期目標期間中の計画額の8

50億円に対し、その約30%の 253億円の投資を行い、役員として、医療機能の質・量

の整備を図るため投資を円滑に実施した。

【各年度の推移】

平成 21年度 平成 20年度

中期目標期間中の投資額

(内部資金含む)

253億 円 153億 円

投資額に対する割合

(累計額/850億 円)

29.8%

医療機器整備については、各病院の医療機器等にかかる減価償却費と前年度の経常収支を

基本に、病院毎に当該年度の投資枠の設定を行い、当該投資枠の範囲内で、各病院の裁量で

整備を行 つている。

通常の投資枠の他に、地域医療体制の変動等により新たな診療科を設ける必要がある場合

などに、収支が確保される範囲内で、追加的に投資枠を用意する仕組みを整備 し、各病院の

機動的な体質変換を支援 している。

また、定められた投資枠の中で各病院がどのような機器を購入するかは、収支計算に基づ

き病院自ら判断することが原則であるが、5千万以上の大型医療機器については、病院が行

う収支計算が適正かどうかを本部で検証するものとしている。

さらに、平成21年度においては、再生プラン対象病院に対して、前年度の資金面での投

資目標達成額に応じ、投資枠を加減算することにより、病院の経営状況に応じた投資枠の適

正化を図る等、役員として、適切に医療機器整備を主導した。

⑦ 医療機器の効率的な利用促進策
.

既に整備済みの医療機器の効率的な利用促進策として、各病院のCT、 MRIの稼働数日

標の設定・稼働数向上に向けた要因分析や、人材を有効に活用した勤務体制の見直しを図つ

たこと、また、平成 18年度より本部において各病院のCT、 MRIの稼働実績について集

計・分析し、当該機器に携わる医師、技師等の配置状況や、稼働件数の高い病院の稼働件数

向上のための取組等の情報を各病院にフィー ドバックする等、当該役員の主導により、平成

20年度実績に対し41,378件 (3 1%)稼 働総数が増加した。

また、各病院のみの利用では十分な稼働が見込めない医療機器については、地域の医療機

関との連携を強化することにより、共同利用を促進した。医療機器の更新による機能向上、

院外からの予約手続きの簡素化等により、CT及びMRIについては、平成20年度実績に

対し8,489件 (15.1%)利 用数が増加し、地域における有効利用が大幅に進んだ。



(2)在職時に受けた役員報酬

新たに常勤役員となった者の当該年度の年俸の額については、役員報酬規程に基づき、基

本年棒額としているところである。



(別 添 1)

個別項目に関する評価結果

独立行政法人国立病院機構

平成20年度 平成21年度

平 均 評価結果 対応率 平均 評価結果 対応率

1診療事業(1)患者の目線に立つた医療の提供 A 1 診療事業 (¬ )患者の目線に立つた医療の提供 A

2診療事業(2)患者が安心できる医療の提供 400 A 2診療事業(2)安心・安全な医療の提供 A

3診療事業(3)質 の高い医療の提供 S 3診療事業(3)質の高い医療の提供 A

4臨床研究事業 S 4診療事業(4)個別病院に期待される機能の発揮等 500 S

5教育研修事業 4.00 A 5臨床研究事業 S

6:災害等における活動 A 6教育研修事業 457 S

7効率的な業務運営体制の確立 A 7総合的事項 A

B.業務運営の見直しや効率化による収支改善

(1)業 務運営コストの節減等
(2)業 務運営の効率化に関する事項

A 8効率的な業務運営体制 A

9業務運営の見直しや効率化による収支改善
(3)医療資源の有効活用

4.85 S

9:業務運営の見直しや効率化による収支改善
(1)経営意識の向上
(2)業務運営コストの節減等 ①業務運営コストの節減

A

10.業務運営の見直しや効率化による収支改善
(4)診療事業以外の事業に係る費用の節減等

400 A
10業務運営の見直しや効率化による収支改善
(2)②医療資源の有効活用

S

¬1業務運営の見直しや効率化による収支改善
(5)財務会計システムの導入等IT化の推進
(6)業 務・システム最適化         ′

S
11 業務運営の見直しや効率化による収支改善

(2)③収入の確保
A

¬2.経営の改善          ヽ S 12経営の改善 S

13.固定負債割合の改善、重要な財産の譲渡等 500 S 13固定負償割合の改善:医療機器・建物整備に関する計画 等 S

¬4.人事に関する計画 400 A 14人事に関する計画、広報に関する事項 A

1.71 1.71



資料2-1-①

I 評価結果変換率の見直し

1 法人業績率  S=1.2、 A圭 1.1、 B=1.0、 C=0.9、 D=0.8
2個 人貢献率  S=0.3、 A=0.1、 B=o.o、 C=― o.1、 D=,0.3
※ 個人貢献率は、法人業績の変換率よりも変動幅を大きくし、業績勘案率への影響を大きくさせる。
※ 理論値(Ji S)で1 5を超えない点数とする。

注1 各評定を点数化し、それらの平均をとる。小数第3位を四捨五入     |
注2個人貢献率は、当該役員が所率する業務に係る評価項目(一部所掌を含む。)の評定を点数化し、加重平均する。

なお、一部所掌している評価項目は、当該評価項目を所掌する理事数(理事長を除く。)で除した数を乗じて点数化する。
注3監事は個人貢献率を算定しない。また、役員の在任期間が1年未満の場合には、10以下とする。

道を肩弓手
評価が未評価である期間については、6月 以下であれば過去の実績と同等とみなし、6月超であれば年度評価を待つて算

目的

Ⅱ 業績勘案率計算式の見直し

○ 目的
法人業績率に個人貢献率を加味した業績勘案率とする。

計算式

法人業績率=Σ 評価項目nの点数÷全評価項目の個数
個人貢献率=(Σ 所掌評価項目nの点数 Xnの所掌割合)÷ 全評価項目の個数

法人業績率+個人貢献率 =仮 定業績勘案率

注 ′lヽ数第2位を四捨五入

仮定業績勘案率の適切性の検証 (1 0を上回る場合)

Stopl

Step2

Step3

YES
加算できるほど財
務状況が好調か
を検討し、好調で
あれば加算する

Step4

・ 1.0を下回るものとする
・ 減算要因・程度に応じて、1.0から
減算し、業績勘案率を算定する

・ 個々の業績の妥当度合いに応じて、
仮定業績勘案率を減算し、Stop3に
進む

・ 業績勘案率は、1.0又は財務状況
に見合う程度まで減算した値とする

:齢鞘 曇]】:i評
臓董番碁製 楊]長超:へ

・

業績勘案率10の場合の退職金見込み額 X(仮定業績勘案率―
1 0)X100で 得た額を超えていること

※ 制度上目的積立金等を計上し得ない法人にあつては、当該計上し

慧どと:屍廃勇露1の
上、①及び②を適用せず財務状況の好調を検証

。Stepl～ 3までによりがたい特段の事由がある場合には、05を上限に
加算することができる。ただし、この適用は十分慎重に行うものとする。

Jよ、再度Step3にもどり、財務状況を検証する。

減算要因i

ないか
llllllil__士

YES
減算要因とは、業績の悪化、
業務の不適切処理、職員の不
祥事等を指す。

~ 
業績を

すべき要ロ
、があるか

>半
1_望 璽 薮

豪

l

ＥＳ
ヽ
！
―
‥‥
二

ド
NO

団

NO

1_非績勘案率鼻廼¬

-1-
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【個人貢献率の計算式】

個人貢献率 =(Σ 所掌評価項目nの点数 Xnの所掌割合)÷全評価項目の個数
= Σ(所掌評価項目nの点数 X所掌評価項目nの所掌割合)÷ Σ(所皇評価項

目nx所掌評価項目nの所掌割合)【所掌部分の加重平均】
X Σ(所掌評価項目nx所掌評価項目nの所掌割合)■全評価項目数

【法人の業務全体に占める理事のF~f掌割合】

【具体的な計算例】

個人貢献率 〓 0.3Xl+0.lX1/2+0.lX1/2 X l+1/2+1/2= 0.2XO.5=Ш
l+1/2+1/2【 所摯部分の加重平均】      4【 理事の所率割合】

評価項 目 評定 点数 担当理事数 所掌割合 所掌の可否

1 S評価 0.3 1人 1 ○

０
こ S評価 0.3 1人 1

3 A評価 0.1 2人 ●
ι

ノ

／ ○

4 A評価 0.1 2人 1/2 ○
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(参考)現 行 と 改 定 案 と の 業 績 勘

労働安全衛生研究所

案 率 比 較 表

S=0.3

○ 国立健康・栄養研究所

O医 薬基盤研究所

国立病院機構

O医 薬品医療機器総合機構

S=0.3

S=0.3

S=0.3

S=0.3

S A B C D
現行業績
勘案率

法人業績 個人業績
(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 5 0 0 0 1.5 0.14 1.3

19年度 3 18 3 0 0 1.5 1.2

20年度 3 4 0 0 1.0 1.2

3年度合計 11 54 7 0 0 1.5 1.2

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 2 14 6 0 0 1.0 1.08 0.09 ■2

19年度 1 13 8 0 0 1.0 1.07 0.07

20年度 4 13 5 0 0 1.0 1.2

3年度合計 40 0 0 1.0 1.2

S A B C D 聯時
法人業績 個人業績

(理事長の場合 )

仮定業績
勘案率

18年度 0 14 4 0 0 1.0 0.08 1.2

19年度 3 14 1 0 0 1.5 1.2

20年度 5 6 0 0 :.0 1.09 0.12 1.2

3年度合計 8 35 0 0 1.0 1.09 0.11 1.2

S A B C D 聯癬
法人業績 個人業績

(理事長の場合) ［時18年度 9 0 0 0 腱
υ 1.3

19年度 9 0 0 0 1.5 1.3

20年度 8 0 0 0 1.5 0.19 1.3

3年度合計 16 26 0 0 0 1.5 0.18 1.3

S A B C D 聯躊
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 1 2 0 0 1.0 1.10 0.10 1.2

19年度 0 3 0 0 1.0 1.09 0.09 1.2

20年度 0 1 0 0 1.0 0.10 1.2

3年度合計 1 6 0 0 1.0 109 0.09 1.2
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○ 国立重度知的障害者総合施設のぞみの国

○ 福祉医療機構

○ 労働者健康福祉機構

○ 勤労者退職金共済機構

0高 齢・障害者雇用支援機構

S=0.3

S=0.3

一

一
　

　

　

一

４
一

S=0.3

S A B‐ C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合) 』躊18年度 0 15 2 0 0 1.0 1.09 0109 1.2

19年度 0 1 0 1.0 1.04

20年度 10 0 0 1.0 1.06

3年度合計 3 27 1 0 1.0 1.06 0,07

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 0 1 0 0 1.0 1.10 0.10 1.2

19年度 0 1 0 0 1.0 110 1.2

20年度 1 3 0 0 1.0 1.09 0.09 1.2

3年度合計 1 5 0 0 1.0 1.09 1.2

S=03

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 0 0 1.5 1.10 1.2

19年度 2 14 3 0 0 1.0 1.09 1.2

20年度 1 10 7 0 0 1.0

3年度合計 0 0 1.0 1.09 1.2

S=03

S A B C D 聯躊
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 0 10 0 0 1.0 1.06 0.06

19年度 0 10 6 0 0 1.0 1.06

20年度 0 7 8 1 0 1.0 1.04

3年度合計 0 20 1 0 1,0

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 1 2 0 0 1.0 1.2

19年度 2 2 0 0 1.5 0.11 1.2

20年度 2 0 0 0 1.5 1.2

3年度合計 5 48 4 0 0 1.5 0.11 1.2



○ 雇用・能力開発機構

0労 働政策研究・研修機構

0年 金口健康保険福祉施設整理機構

0年 金積立金管理運用法人

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 0 0 0 1.0 1.03 0.03

19年度 0 10 0 0 1.0 1.04 0.04

20年度 1 0 0 1.0
ハ
Ｖ 0.08 1.2

3年度合計 1 25 28 0 0 1.0
ハ
υ

S=0.3

S=0.3

S=0.3

S=0.3

S A B C D 聯辮
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 0 4 0 1.0 0.08 1.2

19年度 0 0 0 1.0 1.06 0.06

20年度 0 13 4 0 0 1.0 1.08 0.08 1.2

3年度合計 0 40 14 0 0 1.0 1.07 0.07

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合 )

仮定業績
勘案率

18年度 6 0 0 0 1.5 0.19 1.3

19年度 7 0 0 0 1.5 0.19 1.3

20年度 4 0 0 0 1.5 0,16 1.3

3年度合計 23 0 0 1.5 1.14 0.18 1.3

S A B C D
現行

勘案率
法人業績 個人業績

(理事長の場合)

仮定業績
勘案率

18年度 1 18 1 0 0 1.5 1.10 1.2

19年度 0 2 0 0 1,0 1.09 0.09 1.2

20年度 0 16 4 0 0 1.0 1.08 0.08 1.2

3年度合計 1 52 0 0 1.0 1.09 0.09 1.2
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料 2-1-

独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法について

平 成   年   月   日決 定

厚生労働省独立行政法人評価委員会

厚生労働省独立行政法人評価委員会 (以下「評価委員会」という。)における退職

役員の業績勘案率の決定方法を次のように定める。

第 1章 業績勘案率の算定方法

第 1節 仮定業績勘案率め算定

(仮定業績勘案率の算定)

第 1条 仮定業績勘案率は、法人業績率に個人貢献率を加えたものとする。この場

合において、小数点第 2位に端数があるときは、当該端数を四捨五入した値を仮

定業績勘案率とする。

2 退職役員の在任期間が 1年に満たないときは、前項の規定にかかわらず、仮定

業績勘案率を 1.0と する。

(法人業績率の算定)

第 2条 法人業績率は、退職役員が在任していた年度 (以下「在任年度」という。)

ごとに次項の規定による計算で得られた値を平均したものとする。この場合にお

いてt′卜数点第 3位に端数があるときは、当該端数を四捨五入 した値を法人業績

率とする。

2 法人の各年度の評価項目の評価を下表 1に より点数化し、平均 したものを当該

年度の値とする。

※ 表 1                         `
評価項目ごとの

評価結果

評価結果に対応する点数

S 1. 2
A 1.  1

B 1. 0
C 0。  9
D 0.8
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《法人業績率の計算式》

法人業績率 = 評価項目の点数の合計 ÷ 評価項目の個数

(個人貢献率の算定 )

第 3条 個人貢献率は、在任年度ごとに次項の規定による計算で得 られた値を平均    
′

したものとする。この場合において、小数点第 3位に端数があるときは、当該端
数を四捨五入した値を個人貢献率とする。

2 当該退職役員が所掌する評価項目の評価を下表 2により点数化し、合計したも
のを法人の全評価項目の個数で除したものを当該年度の値とする。

3 前項の場合において、評価項目を複数の理事 (理事長及び副理事長を除く。)で
所掌しているときは、当該評価項目の点数は、下表 2に より点数化した数を所掌
している理事の数で除した値とする。

※ 表 2

評価項 目ごとの

評価結果

評価結果に対応する点数

S 0。  3
A 0.1
B 0.0
C -0.1
D -0.3

《個人業績率の計算式》

個人業績率 = 所掌する評価項目の点数の合計 (た だし、複数名で所掌する

評価項目がある場合は、当該評価項目の点数については、所掌

する理事 (理事長及び副理事長を除く。)の数で除したものをそ

の点数とする。) ÷ 全評価項目の個数

(理事長、副理事長及び監事の個人貢献率 )

第 4条 退職理事長の個人貢献率は、全評価項目を所掌しているものとして、前条

第 1項の規定を準用する。

2 退職副理事長の個人貢献率は、全評価項目を所掌 しているものとして、前条第
1項前段の規定を準用 して得られた数に 6分の 5を乗 じた値

′
とする。この場合に

おいて、小数点第 3位に端数があるときは、当該端数を四捨五入 した値を個人貢

献率とする。
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3 退職監事の個人貢献率は、前条の規定にかかわらず、0.0とする。

(年度途中で退職 した場合の特例 )

第 5条  4月 1日 以降 9月 末までの間に退職 した役員については、退職 した年度を

除 く在任年度について第 1条から前条までの規定により、計算 して得られた値を

仮定業績勘案率とする。

2 10月 1日 以降 3月 末までの間に退職 した役員については、退職 した年度を含

めて、第 1条か ら前条までの規定を適用 し、仮定業績勘案率を算定するものとす

,る 。

第 2節 評価委員会で算定する業績勘案率

(業績勘案率の算定)

第 6条 評価委員会が算定する業績勘案率 (以下「算定業績勘案率」という。)は、

次条から第 10条までの規定により、仮定業績勘案率を加減算 した上で算定する

ものとする。

(減算要因の検証 )

第 7条 次に掲げる事項その他の減算要因が認められるときは、仮定業績勘案率を

1.0と し、当該減算要因の程度に応じて、 1.0か ら減 じた値を算定業績勘案

率とする。

一 法人の業績が著しく悪化したとき

二 法人の信用が失墜したと認められるとき        '
三 業務の不適切な処理が行われたとき

四 職員の不祥事に伴う管理監督責任が認められるとき

(退職役員の業績の再検証 )

第 8条 前条に規定する減算要因が認められないときは、仮定業績勘案率が退職役

員の業績に照らして妥当であるか、法人から提出された資料や法人に対する意見

聴取等を基に検証 しt妥当と認められない場合には、妥当と認められる程度まで

仮定業績勘案率を減算するものとする。

2 前項の検証は、次条の規定による財務状況の検証により、仮定業績勘案率が

1.0と なることが明らかであるときには省略することができる。

(財務状況の検証)                  '
第 9条 前条の規定による検証の結果、仮定業績勘案率が 1.0を超えているとき
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は、法人の財務状況が当該仮定業績勘案率で計算された退職金を支給できる程度

に好調であるか検証し、好調であると認められない場合は、財務状況に見合う程

度まで、仮定業績勘案率を減算するものとする。

2 法人の財務状況が好調であるとは、次に掲げる条件のいずれも満たすときとす

る。

一 在任年度のいずれかの年度において、日曲積立金の計上又は次期中期目標期

間への積立金の繰越 (個別法 (独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103
号)第 1条第 1項に規定するものをいう。以下同じ。)の規定により、厚生労働

大臣の承認を受けた積立金の繰越をいう。以下「積立金繰越額」という。)があ

ること。

二 目的積立金及び積立金繰越額の合計額が、業績勘案率 1.0で計算したとき

の退職金の額を超えて支給することとなる額の 100倍超であること。
3 前項の積立金繰越額は、次期中期目標期間初年度の財務諸表に計上される次期

中期目標期間繰越積立金の額から次に掲げるものに相当する額を減 じた額とする。
一 前中期 目標期間中に執行する予定であったものを、次期中期目標期間中に実

施することとした場合における当該執行予定額

二 法人単位の財務諸表において繰越欠損金がある場合の当該額

三 前中期 目標期間最終年度の財務諸表 (以下「最終年度財務諸表Jと いう。)に
計上されている前払費用

四 耐用年数経過後に同種の固定資産の購入が予定される当該固定資産 (簿価見

合いの運営費交付金債務、長期借入金等があるものを除く。)の最終年度財務諸

表に計上 されている減価償却累計額

4 個別法の規定又は法人の業務運営のために支弁される財源の性質により、目的

積立金の計上を行 うことができない法人については、第 2項の規定にかかわらず、

第 1項の検証を行うことができる。

(特段の加算要因の検証)                      ・

第 10条 第 7条か ら前条までの規定により検証された後の仮定業績勘案率につい

て、加算する特段の要因があるとして、部会に属する委員若 しくは臨時委員又は

法人か ら申請があったときは、加算の妥当性を検証し、妥当と認められた場合に

は、前条に基づき検証 した財務状況に見合う範囲内で0.5を 上限に加算できる
こととする。

2 前項の加算は、次に掲げる要因その他の特段の要因があるときに限るものとす

る。
三 中期計画に記載されていない事項を所掌 していた退職理事であって、当該事

項が理事の職務の大半を占めるとき

-10-



二 他の理事の不適切な業務遂行により、評価項目が低い評価になつた場合であ

つて、退職理事が連帯 して責任を負う必要のないと認められるとき

第 2章 業績勘案率の決定手続

第 11条 法人は、役員の退職に際 し、評価委員会委員長あてに業績勘案率の決定

について文書にて依頼を行うものとする。

2 評価委員会は、前項の依頼を受け取つたときは、当該法人を所掌 している部会

において、第 1条から第 10条までの規定に基づき、審議するものとする。

第 12条 評価委員会委員長は、算定業績勘案率を総務省政策評価 口独立行政法人

評価委員会 (以下「政・独委」という。)委員長に通知する。

2 政・独委の意見の内容から再度審議する必要がないと認められるときは、部会

長において、算定業績勘案率を業績勘案率として決定することができるものとす

る。再度審議するときは、直近に開催する部会において行うものとする。

3 評価委員会委員長は、決定した業績勘案率を速やかに法人に通知するものとす

る。なお、業績勘案率が 1.5を超え、又は0.5を 下回る場合には、これに加

えて速やかに厚生労働大臣に通知するものとする。

附 則

(適用期日)  、

第 1条  この規程は、平成  年  月  日以降新たに審議するものから適用す

る。

(旧規程の廃止)

第 2条 独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法について (平成

16年 3月 30日厚生労働省独立行政法人評価委員会決定。以下「旧規程Jと い

う。)は、これを廃止する。

(経過措置)

第 3条 前条の規定による廃止前の旧規程により算定 した業績勘案率については、

なお従前の例による。
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(参考資料 )

事 務 連 絡

平成 22年 8月 10日

各府省独立行政法人評価委員会委員長 各位

総 務 省 行 政 管 理 局 長

独立行政法人評価委員会における「独立行政法人の役職員の

給与等の水準 (平成 21年度)」 の活用について (依頼)

今般、当局において、「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表

方法等について (ガイ ドライン)」 に基づき、平成21年度の役員の報酬等及び職員の

給与水準についての各法人及び各府省の公表結果を取 りまとめ、公表 しました。

法人の役員の報酬等については、独立行政法人通則法 (平成H年法律第103号。以

下 「通則法」とい う。)第 52条第 1項及び第62条 により、役員の業績が考慮 されるも

のでなければならないこととされています。「中央省庁等改革の推進に関する方針」

(平成H年 4月 27日 中央省庁等改革推進本部決定。以下「方針」という。)において

は、各府省の独立行政法人評価委員会 (以 下「各府省委員会」とい う。)は、各事業

年度における業務の評価の一環 として、報酬等の支給の状況が通則法第52条の趣旨

に適合 しているかについても評価を行い、必要があると認めるときは、法人に対 し

勧告することができることとされています。

法人の職員の給与については、通則法第57条及び第63条において、法人の業務の

実績も考慮した基準を定めることとされています。「方針」においては、法人は、職

員の給与について、当該法人及びその職員の業績が反映される給与の仕組みの導入

を図るものとし、法人の業績については、各府省委員会によって業務の達成 目標が

大幅に達成されたとの評価が得 られたときや業務の達成 目標が全体として未達成 と

の評価を受けたとき等において、これを考慮することが適当であるとされています。

また、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年 12月 24日 閣議決定)においては、

法人は、別紙のとお り、給与水準の適正化等に取 り組むこととされ、給与水準に関

して、十分国民の理解が得 られる説明がなされているか等の観点から、評価委員会

による事後評価において、厳格にチェックすることとされています。

各府省委員会におかれましては、こうした点を踏まえ、評価等に際して、この資

料を有効に活用いただき、一層厳格な評価を行つていただくようお願いします。

なお、本事務連絡は、政策評価・独立行政法人評価委員会にも併せて送付 し、一

層厳格な 2次評価を行 うよう依頼してお りますので、申し添えます。

-1-



別 紙

独立行政法人整理合理化計画 (抜粋 )

平成19年 12月 24日 閣議決定

Ⅲ。独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置

1.独立行政法人の効率化に関する措置

(4)給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的

主体 と位置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点に

ついて対応する。

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿つて

着実に削減に取 り組むこと。

イ 主務大臣は、国家公務員 と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準

が高い理由及び講ずる措置について公表 し、国民に対 して納得が得 られる説

明を行 うとともに、社会的に理解が得 られる水準とするよう要請すること。

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対

して、給与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たす

ものとし、国民の理解が得 られないものについては、水準そのものの見直し

等適切に対応するよう要請すること。

工 主務大臣は、各独立行政法人に対 して、独立行政法人の長の報酬を各府省

事務次官の給与の範囲内とするよう要請すること。

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護

にも留意 しつつ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。

② 各独立行政法人は、能力 0実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給

与等にその業績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当

該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映されることが必要である。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得 られる説明がなされているか等の観

点から、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格

にチェックする。
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平成 22年 8月 10日

独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成 21年度)

1.職員の給与水準 (資料1参照)

事務・技術職員の対国家公務員指数は、年齢勘案で前年度比▲0.8ポイント減少、年齢・地
域・学歴勘案で前年比▲0.7ポイント減少。

平均年間
給与

'国

牽翁薔曇炉数 海襲軍電後鷺晃轟轟碁)

21年度 20年度 21年度 対前年度差 20年度 21年度 対前年度差

事務・技術職員
刑
‐０５

７
107.0・ 106.2 ▲ 0.8 :05.1 104.4 ▲ 0.7

研 究 職 員 8,823 100.8 100.3 ▲ 0.5 106.5 105.4 ▲ 1.1

病 院 医 師 13,564 116.8 109.1 ▲ 7.7 110.2 i05.3 ▲ 4.9

病 院 看 護 師 4,931 95.6 96.5 0。 9 95.6 97.8 2.2

注)1 「対国家公務員指数」は、独立行政法人と国家公務員の給与の比率を独立行政法人の年1冷階層男1
又は年齢・地域。学歴階層別人員構成を勘案して算出したものであり、国家公務員の給与水準を 100とした場
合の独立行政法人の給与水準を表ヽ のである(詳細は別添 (参考2)を参照)。

2昨年度公表対象法人は 102法人であつたが、20年度に2法人が廃止されたため、今回の公表対象法人数は
100法人となっている。

封国家公額 指臓o菫出対象とした

嗜種 及

…

    (計 質β町 人 )

螂̈」

対日蒙公務贋指数 (年齢勘動
の階級別法人数

(平成21年度 事務・技術職買)

～100 ～105 ～l10 ～l15 ～脚 120以 上

対国家公務買指数 (年齢・地城。学歴勘案)

の階薇別法人数
(平成21年度 事務。技術顧 )

～100 ～105 ～l10 ～l15 ～勁  鰍 上

給与水準が高い理由として法人が考えぅ事項としては、おおむね次のような理由が挙げられて
いるが、今後、各府省の独立行政法人評価委員会や総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会
において厳格な事後評価が行われることとなる。

① 事務所が大都市にあり、民間賃金も高く、地域手当の額が多い。

O総 務省は、100の独立行政法人(日 本司法支援センターを含む。)の役職員の給与水準等につい
て、各府省及び各法人における平成 21年度分の公表結果を取りまとめました。
また、平成18年度から各法人は総人件費改革に取り組んでおり、今回の公表においては4年目に

当たる21年度の取組状況のフォローアツプ結果を併せて取りまとめました。
O このような徹底的な情報開示は、独立行政法人評価の仕組みと合わせて、法人の透明性の一層

の向上や適正で効率的な業務運営の確保に資する取組です。
Oこの取りまとめ結果は、各府省の独立行政法人評価委員会、総務省の政策評価・独立行政法人評
価委員会の事後評価に活用されます。
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② 職務の専門性等から国家公務員と比較し高学歴の職員が多い。
③ 外部委託による一般職員削減、業務の特殊性や専門性により管理職割合が高い。
④ 外国語運用能力や調整能力、職務の専門性等に対応できる有能な人材確保。
(注)①、②の理由は、年齢勘案の対国家公務員指数のみに該当する。

2.更なる給与水準の適正化に向けた取組 (資料2参照)

各法人は給与水準の適正化に取り組んでいるが、事務・技術職員の給与水準が依然として国家
公務員より高い傾向にあることから:給与水準の適正化について更なる取組が求められている。
このため、独立行政法人の給与は労使交渉を経て決定されるものであるが、事務・技術職員の給
与水準が国を上回つた法人のすべてで、自ら給与水準に関する総点検を行い、日標水準 0日 標期
限を設定して給与水準の適正化に計画的に取り組んでいる。
20年度において事務・技術職員の給与水準が国を上回つた法人 (64法人)の 21年度にお

ける平均給与水準は▲ 1.3ポイントの低下となっている。
今後、これらの法人の取組を含め、給与水準の適正化については各独立行政法人評価委員会及

び総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会で厳格なチェックを実施することとしている。

3.常勤役員の報酬の支給状況(資料3参照)

法人の長、理事、監事の報酬は、前年度比でそれぞれ減少。
役員全体では▲ 304, 818千 円 (▲ 3.8%)減 少^

20年度 年度 対前年度差 対前年度比

平  均
法 人 の 長

(千円)

18,605

(千円 )

18,183

(千円 )

▲422
∽

２
．
３▲

理 事 15,422 15,078 ▲344 A2.2

監 事 13,506 13,082 ▲424 ▲ 3.1

支給総額

法 人 の 長 1,879,153 1,791,644 A87,509 A4.7

理 事 4,873,427 4,697,201 A176,226 A3.6

監 事 1,310,047 1,268,964 A41,083 ▲ 3.1

計 8,062,627 7,757,809 ▲ 304,818 A3.8

(注)年度途中で廃止された法人 (国立国語研究所:21年 10月 廃止)は除いている。平均は支給総額を役
員数で除した数値を記載。

4.常勤役員の退職手当の支給状況 (資料4参照)

業績勘案率 (各府省の独立行政法人評価委員会が 0.0か ら2.0の範囲で役員の業績に応 じて決定
する率)の決定によって退職手当支給額の全額が確定 し、平成 21年度中にその全額を支払い終え
た役員は 59人で、総額約 3.1億 円が支給された。
59人の役員のうち、業績勘案率が「1.0」 の者が52人、「0。 9」 の者が 7人である。

退職役員数 支給総額 平均在職期間 平均支給額 業績勘案率

法人の長

カ

ー０

(千円)

100,263 5J手 7月

(千 円)

10,263 10人が「1.0」

理  事 151,690 3Z竿4月 4,334
29人が「1.0」 、6人

が「0.9」

監  事 14 55,442 3年 5月 3,960
13ノt力 「`10」 、1ノ｀

力S「 09」

(注)1退職手当の支給額については、各法人における役員報酬・退職金の支給基準や役員の在職期間に応
じて異なっている。

2業績勘案率が「0.9」 であるのは沖縄科学技術研究基盤整備機構 (1人 )、 情報通信研究機構 (1人 )、 日
本万国博覧会記念機構 (1人 )、 産業技術総合研究所 (1人 )、 水資源機構 (2人)の理事、放射線医学総
合研究所 (1人 )の監事である。
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5.総人件費改革の取組 (資料5参照)

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」 (平成 18年 6月 2日 法
律第47号)に基づき、各法人は、総人件費改革の一環として、平成 18年度以降 5年間で5%
以上の人件費の削減を基本として取り組んでいる。
各法人は、人件費又は人員の削減のいずれかを選択して取組を行つており、平成 21年度まで

の4年間の法人全体の取組状況をみると、基準となる平成 17年度実績に比して、人件費の削減
を行 う82法人においては全体として▲1.5%(「行政改革の重要方針」(平成 17年 12月 2
4日 閣議決定)に より、削減対象の人件費から控除することとされている人事院勧告を踏まえた
給与改定分を除いて算出した削減率)、 人員数の削減を行 う16法人においては全体として▲ 1

0.5%減 少となつている。なお、人件費の削減を行 う82法人のうち、労働者健康福祉機構及
び国立病院機構については医療の質 。安全の確保の観点による医師、看護師等の増員などを理由
に人件費が増加 しているが、これらの人件費が増加している2法人を除くと21年度までの4年
間の人件費の削減率は▲8.7%と なっている。

(1)人件費の削減を行う法人

法人数
基準となる金額 平成 21年度

実績

進捗状況 (基準に対する増▲減 )

平成 17年度 金 額 増▲減比 (補正値 )

０
０

ｍ
３‐５

８

(億円)

8.050

(億円)

▲ 265

(%)

▲ 1.5

(2)人員の削減を行う法人

法人数
基準となる人数 平成 21年度

実績

進捗状況 (基準に対する増▲減 )

平成 17年度 人数 増 ▲減比

16

(人 )

16,280

(人 )

14,571

(人 )

▲ 1,709
(%)

A 10.5
平成 22年 3月 31日 現在の法人における取組状況の集計である。
沖縄科学技術研究基盤整備機構及び日本司法支援センターについては、体制整備の途上であるため、
総人件費改革の対象とされていない。
増▲減比 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成 17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人
件費から控除することとされている人事院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。
なお、人事院勧告を踏まえた給与改定分は、行政職 (一)職員の年間平均給与の増減率を使用し、平成 18

年度は0%、 平成 19年度は 0.7%、 平成 20年度は0%、 平成 21年度は▲2.4%となっている。

１

２

　

　

３

注

6.人件費の状況(資料6参照 )

平成 21年度の最広義人件費は、前年度と比較して▲ 92億円減少となった。なお、
は前年度と比較して 7億円増加 となっているが、年金保険料の増カロによるものであり、
厚生費は前年度と比較して▲ 3億円減少 (20年度 :115億円→21年度 :112億円)

、賞与、その他の手当の合
計額であり、総人件費改革の対象経費である。

2「退職手当支給額」とは、常勤役職員に支給された退職手当の支給額である。
3「非常勤役職員等給与」とは、非常勤役職員、臨時職員等に支給された給与、諸手当、退職手当支

給額の合計額である。
4「福利厚生費」とは、すべての役員及び職員 (非常勤職員等を含む。)に係る法定福利費と法定外

福利費の合計額である。                 /
5「最広義人件費」とは、注 1か ら注 4における各人件費の合計額である。ただし、千円未満を切 り

捨ててあるので、合計は一致しない。

福利厚生費

法定外福利
している。

平成 20年度

(102法人)

平成 21年度
(100法人)1 構成比

対前年度差

(億円) 億 円 ) (億 円)

退職手当支給額 894 829 6.3% ▲ 65

非常勤役職員等給与 1,199 1,277 9.7% 78

福利厚生費 1,649 1,656 12.6% 7

最広義人件費 13,270 13,178 100% ▲  92
(注)1 とは、常勤役職員に支給された 給与 の
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資料1職員の給与水準

(1)事務・技術職員

主務僣 法  人  名
対象人員
数 (人 )

半 羽 午 姉

(歳)

平均年間綸
与饉〈千円)

け国家公務員指数 (年齢・地域・学歴趙

対 前 年 庁 平成 20年 度 平成 21年週

内 閣 用 ◎ コ立公文書館 100.こ

北方領土問題対策 傷会 1 6.681 8
中縄 科 学 技 術 研 究 墓 1 70,` 1327 ▲ ▲

消費者月 ] 民 生 活 セ ン ター 738` 7 103.1 ▲

総務名 報通信研究機構
一〇７

． 115.2 112.5
◎ 充計 セ ンタ

1 85.5

平和祈念事業特別基 1 116.9 110.8 ▲ 61 ▲ 5.1

100_5 ▲ ▲ 4.フ

日本 司 法 支 揺 セ ン ター 2 ▲

外務省 国 際 力機構 』 ▲ 2.ラ 1

国際 父 流 基 金 12C 1220 ▲ 0〔 1 ▲ 2g
財 務 省 合 研 究 所 103.4

3 6.791 ▲ 01
◎ 国 立 印 稲り局 44J 6184 888 86.5 ▲ 0〔

日本 万 国 博 菅 会 記 念 機 構 722g ▲ 3C 110_g
文  剖 立特別支援教育総合研究所 94.6
科 字 省 字 人 諷 マ ン グ ー 6.311 99.C ▲ 0.8 ▲ 2.1

立 青 少 年 教 育 振 興 機 構 ▲ 01 ▲ 06
立 女 性 教 育 会 館 1 ▲ 23
立 科 学 博 物 館 89.5

物 質・材 料 研 究 機 398 98 102.1 102_7
雅 科 学 434 1057 ▲ 01

放射線医学総合研究所 1 81.7
立美 価 6.171 103.7 105.1
立 文 化 財 機 構 958 1

員 研 修 セ ン タ 682C
科 学 技 術 振 興 機 構 725C 119_5 ▲ 1008 ▲ 4_(
日本 学 術 振 興 会 374 6581 ▲ 102.7 ▲

理 ′ 学研究所 7487 ▲ 112.2

i22 ▲ 3.2 116.8 115_2 ▲ 1_G

7 0.C ▲ 11 1028 101_1
日本 芸 術 文 イk （〓 100_〔 Q2
日本 学 牛 支 107.| ▲ 09
屁洋 硼 115.C ▲ 0.(

lヨ 立高 旱7F」 う言を軽彬覺1 8 Q(
100.1 1

立 大 学 財 榜・経 営 センター 1 111.7 1

日本 原 子 力 446 1184 116.4 ▲ 2_( 1 1242 ▲ 1〔
生

僣働
厚
労

国 工 優 尿
° 養 研 究 所 444 7474 l

労働 安全1 生総合刀F究所 5.881 103_0 101.6
動

`片

燿「1長亜 済 機 構 744[ 98.8 ▲ 0_Z

685C ▲

福 祉 医 療 機 構 ▲ 0〔

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 472 6901 ▲ 4〔 ▲ 2〔

労働政策研究・研修機構 118.4 ▲ 2.(

7_53〔 ▲ 2_〔 110_1 ▲ 1.〔

440 101 7
◎ 立 病 院 機 構 97.2 ▲ 0〔

医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 704C 1222 122_フ 104.C ▲ 04
6.92C 1073 00_1 110〔

▲ 1.C

二金 稲 立 金 管 揮 揮 用 99C
展  羽

水産名
◎ 展 杯水 産 γ肖費 安全 技術センター 6.561 ▲ 0_3

租 由 管 理 て ン グ 98.8 ▲ 0_ 104.g
家 畜 改 艮 セ ン ター 6195 985 106.5 1

7k, 大学校 ▲ 2.フ

晨 ・管 品 産 葉 種 術 総 合 研 響 濤 種 56〔 6,3921 ▲ 04 99.5

晨 栗 生 物 資 源 研 6.1481 1∞.3

晨 菜 環 境 技 術 研 1

74071 1067 ▲ 2.0 105.4 ▲

66C 433 6,743! 104 ▲ 2( 107.3 ▲ 1.(

水 産浴含研 究 センター 252 97.4 ▲ 1〔 101 7 ▲ 0.〔

1 126_4 ▲ 32 107.1 ▲ 3.〔

尾 筆 者 年 金 裏 金 42.7 7.416: ▲ 99.5 ▲ 54
展林漁業信用基金 7_9671 1005
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主務僣 法 人 名
対象人員
数 (人 )

半 羽 午 師

(歳)

平均年間綸
与日 (千円) 一一一

若員指数 ←

=虚
21生 磨興疇「

済
省業

経
産

経 済 産 薬 研 究 所 99.〔 96.1 ▲ 5.4

112.5

109C 110.
570 104g 104 ▲ 0.1

7,47 105.2 ▲ OJ
6_88 ▲ 1 104

46 39。 9 ▲ 14
9.24( ▲ 2.2 ▲ 2.Z

1 789( 95.G 1

ス ▲ 1 ▲ 0〔

577 ▲ 4_ ▲ 3
国 主

交通名
42.2 95. ▲ 0 ▲ 0.Z

104
606` 104 ▲ 2.4 1040 ▲ 1_4

406
1

42.3 ▲ 5 ▲ 2〔

1 ▲ 2.1

100. 114.8
48〔 6 ▲ 0

114_ ▲ 0.〔

▲ 2.( ▲ 2〔

7.60( ▲ 0.1

7 ▲ 5.( ▲ 5_

:07.51 ▲

1 7,43〔 ▲

45_1 118 ▲ 1141 :

▲ 5.´

劃 115, ▲ 15.1 ▲ 13.(

127□ 1 ▲ 24
栞勇省 ▲ 2.9 ▲ 1

▲ 1.8 ▲ 1

▲ 1 0, ▲ 1

全 法人 (99法人 ) ▲ 0.1 104.4 ▲ 0.フ

(注)1本表は、各主務大臣及び各法人が公表した内容 (平成22年 7月 1日 現在)を取りまとめたものである。
2◎は特定独立行政法人 (公務員型)を示す。

31弾
日憲倉落曇尊警」「

齢勘つ Jは、各法人の事務・技備 員の鮮 を、国松 猥 術 棘 ← ))の鮮 と比較し、各漱 婢 齢朗 服 購 成をウエイ トとし胡 い

4「対国家公務員指数 (年齢・地域・学歴勘案)Jは、民間賃金が高い地域の職員に支払われる手当の有無や学歴構成による給与水準の違いを考慮した指数である。
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(2)研究職員

2◎は特定独立行政法人 (公務員型)を示九

3対象人員数が 2人以下の法人については、個人情報の保護の観点から、「平均年齢」及び「平均年間給与額」相の記載を省略している。
4」

導日詈含
務員指数 (年齢勘案)Jは、各法人の研究職員の給与を、国家公務員 (研究臓)の給与と比較し、各法人の年齢階層別人員構成をウエイ トとして用いて算出した指

5「対国家公務員指数 (年齢・地域・学歴勘案)」 は、民間賃金が高い地域の職員に支払われる手当の有無や学歴構成による給与水準の違いを考慮した指数である。

(3)病院医師

(注)1
2

3

4

(4)

◎は特定独立行政法人 (公務員型)

「対国家公務員指数 (年齢勘案)」

指数である。
「対国家公務員指数 (年齢・地域・

病院看護師

を示す。
は、各法人の医師の給与を、国家公務員 (医療職 (―))の給与と比較し、各法人の年齢囲目別人員構成をウエイ トとして用いて算出した

学歴勘案)Jは、民間賃金が高い地域の職員に支払われる手当の有無や学歴構成による給与水準の違いを考慮した指数である。

◎は特定独立行政法人 (公務員型)

「対国家公務員指数 (年齢勘案)」

た指数である。

「対国家公務員指数 (年齢・地域・

を示す。
は、各法人の看護師の給与を、国家公務員 (医療職 (三))の給与と比較し、各法人の年齢階層別人員構成をウエイトとして用いて算出し

学歴勘案)Jは、民間賃金が高い地域の職員に支払われる手当の有無や学歴構成による給与水準の違いを考慮した指数である。
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資料2独立行政法人による平成22年度対国家公務員指数の推計値等一覧

現 日

独立行政法人

(事綺・技術 )対 日縮数

嶼 櫓 社 薇 、鮮 慕 理 幌 嶽 織 凛 働 期D

平
=22年

鷹に見込まれる

日標
水準

日標
期燎年 鈴 喘

＋
贈

輸
＋
軽

輸
＋
壇
＋
継

年齢

喘
＋
繊
＋
糧

日ヽ府 目立公文書館 l五
している。

呻輸
22年度

～
目府

'“

科学技術研究薔盤整●機構

鮮
″理機 能訓響議サ1蒸 翫震鯉窒湧

署翼r棚 麟膝詔樫認犠蒼Fは
対畔噺療用を行

(年齢)

22年度

目費者庁 ヨ民生活センター
マ
的なILE脚霧食鴨搬澪襲

…

115程度
(年齢)

22年度

喘務省 晴報通信研究機構 ″
Ｄ

嶼輸
曖稀
＋壇
＋

22年度

蟻 省
「

和析含事業特別基金

Cある。

ｍ
輪

叫腱 22年度

鞭 貯金・簡島生命保険管理機構 [11獣苗鯉1 22年度

■務● 日臓協力機構

え、31き続き、

―不|しに伴う綸与薔1下げ △
'7ポ

イント(23年度ま0(注 )

:見込まれる対日
=公

務員指数:,211(地域・学E勘栞
"!:)

善軍霧捕圏暑蟄署艶解獲獣群書:武

‐２６０輸
23年度

薇ヽ省 日臓交贅薔金

」
咸10年 12月 に導入した新しい綸与‖慶において、以下のような籠策を実饉し

本俸月日の9:下げ:平均△●896(目
=公

務員の平均引下げ率△40● |から△
096上 彙せ)●全体の綸与水準の,1下げ

」ッ
ト●賠IIの 改定 :年次昇綸の割合を引下1デ ■高年齢者層の綸与水準のワ|

役職手当の定饉憫の導入 0平均役

"手
■●の31下 げ

蛸 露T會塁雌:firiF里翼里1

睦輸
22年度

:織需理競漱魏諏配厭畳爾‐

趨鰹椰略置寝職 筆饗雲空
露ζ漿」協議麟‖ヨ籠露鵠二認要Ptt口

凛てお再彙も昴顧罰
‐

け灘 目麟総合研究所 麟 醐 蝠 麟 儡
対日象公薔■■数の日

=を
:mo以下とし、Tr22年 度は改●する。

1000以下 22年度

-9-



項 目

独立行政法人

(事薔・技術)対目指麟

=す
る措置

(具体的な改善策、給与水準是正の目標水準及び具体的期限)

平晟 22年 :

“締
標
準

目
水

〓
限

目
期

年齢 鶴
＋
隣

喘
＋
報

輸
＋壇
＋
犠

年齢

輸
＋
繊
＋
転

け務省 日本万目博覧会記念機構

呻輸
22年魔

目立科学博物館

当法人は国から移行した法人であり、伸綸豪、請手当専0給与体素は日蒙公鵬
1と同一であるが、引き舶嗜国家公薔員の給与鋼度を騰まえながら、組織体鋼の
LEし等により適切な綸与水準となるよう運用することとし、平威22年度までに対

100H底 1∞ 以下 」ｍ
22年度

、年齢・地
るヽところであ

助■・材料研究機構

,後も、メリハリのある人事管理や、機構の■■綸与親程の改正に当たつては、

ｍ輸

風|

22年度たの水準が維持てきるよう

"め
る。

方災科学技術研究所

俸綸豪及び

“

手当守は国家公騒■の綸与に準じて定めている。
当研究所は事務系聰員が∞名程度の組織であり、対,者の奥動による年度ご2
1指数の責動が大

=く
なつている。

平成21年 度においては、地域手当の奥動保障を受けた腱■及び単身赴任手当
1004鷹

鞠̈
22報

今資も国家公務■の綸与構造改革を踏まえた給与構造の見直しを行うとともに、
日正な人事管理に,め、■●■の相増については可能な霰り若還りを回るなどII

目的に人件費Hll議 を
"こ

とで綸与水準を菫正化していく。

日立晏術

"

平成21年 12月 に実施した,綸月●2び期末・勤勉手当の支綸率の11き下げ●.

人事隣鶴告を麟まえ口蒙公務員に準した綸与改正を行つている。平成22年度の

i00槻 慶 !∞以下 22年度5と見込まれる。今後もつけ続き適工な鈴与水準となるよう

"め

るとともに,人員凛
Rの見直し,■■の著遭り●の方策の実施により.対日察公霧員指数の獅制を口
′.平成22年度までに対年齢勘案の相漱が1∞以下となるよう

"め
る。

に部料学省 μ学技術援員機構

優秀な人材確保の観点から民間企業等の状況及び組合との交渉も■まえつつ.

ユ下の構置を購じることにより、給与水準の●正化を目つていく。

く綸与削減の是正策>

臆 撃2雰菫

『

に準じ平均4“減を実施済)`

・期末手当の減薇 支綸月数の綸減)

・役■手当の減鑽
地城口菫手当の据え置を

(日の東京都特別区はI「威17年度から5年間で696上 昇)

3善盛H需合お露露告の凍結を継焼

く綸与水準是正の目編水準及び具体的期限>
ヨ●水準 :

対口jl数 (年■),271(平成18年度)-120余濤
対日糧薇 (年 齢●地域◆学歴)li50(平成18年度)― :10未 着
[体的期限:平 成22年度を目違.

２。余．ｍ
22年屋

に都科学省 日本学術晨奥会

1 人事院働告を

"ま
えた綸与改定

人事院●告を饉まえ国家公薔員に率じた綸与改定を実おしている.

(主な改正 15年度△1"%.17年度△0396.平 成!1年度△4896
平威2!年度△0′96)

:綸与体系等の見直し
・ 綸与格付の||き下げ〔平成10年7月 、平成18年 4月 、平成20年4月 〕
・ 綸与水準の||を下げ(●綸表の見直し)〔 平成

“

年度〕(△ 40%)〔 平成
"年に,(△ 0211)

・ 管理●員手当の見
=し

(本綸月■の2い-1“～
""〔

平成18年度〕
・ ■■●■ポストの

“
=(諄

長●△1)(平 成10年度〕
・ ●■の昇綸号伸数の抑‖【平威20年 :月 ～〕を実施.

〕「籠素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に口する法韓J(平成
0年法40第4フ号)に よる●人件費改

=を
着実に実施.

川會織會対国家公薔員jl数の開■に,める。

100'以下

(年 ||)

22年鷹

文都科学省 E4L学研究所

:注)今後の日欄水準等
対国家公覇員拍薇は相対的に決定されるものであることから将来の具体的数値

寵絶螺躍t諭翻 翡樫翻麟島潔
FE働

=で
120以 下を目楓とする。本年度は違威しているが、ヨ1籠き、日民の理解

"得
られるよう勢める。

120以 下
(注 )

120以下
(D

‐２０ｍ　ｍ“中け」‐Ｔけ」」

22年度
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項 目

独立行政法人

(事務・技術)対目指数

講する措量
(具体的な改善策、綸与水準是正の目線水準及び具体的期限)

平成22年こに見込まれる
(事務・技術)対目指数

標
準

目
水

目標
期限年齢 鵜

＋
職

輔
＋
報

輪
＋
壇
＋
報

年齢

喘
＋
壇
＋
犠

宇宙航空研究開発機構

")平
成22年度以降、期末手当の支綸月数のH減を引き続き検討している.

(2)平成21年度より特別口壺手当を地城口壺手当に改め、段臓的な開議を●う1
,ヽ る。地城目壺手当は―

"5%に
‖減した。

:3)平成21年度より特地助覇手当に準する手当を廃止し、段階的なH灌を0つて
,ヽ る。
2労使交渉

:露贈 :礁
=       

霧階記11
くヽ。

"帆
!以下 ‐‐９‐

輸 22年 度

鶴幅裏爆5議膿 1艦脇 翻 せ客認「
日ば給与水準の検証J、

F総人件■の削減
l壼編 姦昌諷諄怒長年1合響鷲喘酪齢鐵

減し、その後も婦費

'平
成22年度に見込まれる指畿

:辮翌譜i躍歯振驚 虚拿譲撫 嶋ぼ嘲
0つつ、上記施策薔を推遭することにより、平成21年度の1101を 下回るよう,め

`い

く。

日本スポーツ振興センター

【具体的な改善策】
1国家公務■の給与構造改革に倣い.平成:8年度に以下の改正を奏施.

改ざ
・・・従前の綸与套を廃上し、口蒙公務■の給与表をベースとした綸与豪に

(平均△48%)
・昇綸・・・5段階評価とし、勤層威績を組かく昇給に反映。
2給与構造改革等において国家公務員では取り組んでいない以下の改正を平減
,3年 度に実施.

・管理職手当の減額 (△ 496～ △1%)

融期 皇 稲 ″譜 艘 ぽ
菫側 こ向けて労使協議を踏まえて、期末働

1:0以 下 101以 下

ｍ
輸

ｎ
崎
＋
餞
＋
肛

22年度

誌 駅L電留磐勇比刊留露闘難諄蹴鳥跳服
るF%を

上回つていることから対日
'公

務員指数が高くなつている■日と考えられ

ま鍵ゝ』宴貯
幸離が生した場合にはその要国分析を行なし、必要に応した施贅

【給与水準是正の日標水準及び具体的鶏限】
目標水準:年齢勘案指数 1:0以 下

地増学圧薔案指数 10:以 下
■体的期限:平成22年度を目塗

日本芸術文化饉員会

O平成22年度における対日ま公情■指数の日裸
年齢勘案 1∞以下
年齢・地筆・学臓詢葉 00以下

0具体的改善策

轍
:00以下 90以 下

'∞
以下

〈年03)

22年度贅改革の取IBI平成23年度まで経親することとしている。

38毎鍵群
採用の促遣、期末詢勉手当の支綸率の見直しなどにより人件■

0その他補足事項
曹理摯の■合20796(課長以上〉
籠機の見凛しにより、■理●ポストを翻滅した(平成21年度△:)

寇等勝
準は適正であると考えており、今後も引き続き、彙務運営の効率

日本学生支撮機構

【具体的取組み】
・平成:3年度

聾認弼鯉舅鷲難評lil矯齢
・平成19年度
甲威:0年度の年末一時金より、適正な綸与水準の確保に向けた期末手当のコ1下
げについて、実施済.

・平成
"年

度
甲咸20年度賞与について、■■の期末手当の引下げを実施することによリロ蒙公
闘員と同水準とした。
.平成冽年度
国家公薔員の行政職●綸裏(―)の見菫しに準じ、平成21年度における●綸襄の

1070以下 1000以下

,071以下
(年

“

)

22年 度
水準とし、人件■の抑綱に取組んだ。

〔今後の取組み】
.平成21年度以■においては、「独
輌針口J、「独立行政法人日本学生
人件費に出して、平成17年度の人'

た

“

科学省 暉洋研究開発機構

た事院●告を饉まえ口,公薔■に準した綸与改定を実施してきている。

と綸与体荼等の見直し
平成20年度より、期末手当の支綸月数を離減(20年度△015月 .21年 度△015
日、計

“
月)するとともに、21年度7月より管理腱について役●手当の綸付水準を

口める。

〕綸人件費の自1減

脇 :]塁ゴロ浮 lT度
の人件費と比較し5%以上劇減し、その後も人引

'唐
艦 以上のような●●●実施しつつ、職■綸与の菫正な水準の磁保に

'め5.

1104未満
",3未

満

‐‐６４ｍ　嘲〔中［］［］̈〕

22年度
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項 目

独立行政法人

(事務・技術 )対 目指数

購する綸E
(具体的な改善策、給与水準是正の目欄水準及び具体的期■)

(事務・技術)対目指螢

標
準

目
水

標
颯

目
期

年|| 輔
＋
騰

鶴
＋
転

鶴
＋
壇
＋
犠

年齢

輪
＋
職
＋
犠

に錦科学省 学ヽ評価・学位摂与構構
`00以

下 ,∞以 下

1∞以下
(年齢 )

公務員比較指数(地域

"1)で

12ポイント薔くなった晏日は、平成21

)1餞地の過半数の都市で地城手当支総率が10“以下となってい

当●■の輸与口
=は

口瞑公覇員に準拠していることから、給与水準は■切と考
えており、平成22年度に見込まれる対日憲公着員拍数は、年齢議案で100以 下、

繁器 苫帥 33漏欝£
たぬ今鋼 き続き目の綸

なお、平成18年●告l群い口家公務■の地城手当支綸|1合 が改定される平成
22年度には、1餞地内での格差は解消し、対日蒙公務員指薇は,∞以下になるも
のと見込まれる。

目立大学財務 経営センター

躙 朧 郡 鐵 翻 螂 聯I
響酬 艦 識 蠍ワ蹴 跳 艦 家電 謝 篇
=菫

合した適正な綸与水準の確保に努める。

1050(注 ) 1000(注 )

(年齢)

22年度商 ぶ通 な輌 IFぢ天軍葺痴
=蕗

面碩男I″

=ri孫
矢講勢

=苫いているため、精数算出対象者は毎年10名前後となり、■数算出年度の対,■α

倒籍漏雰缶]喫:椒  「
指御

=え
る影書が大きくなることから、年度

舅鎖鴨纏鵠認撃:羅習慶藻二た13結呂合潔 翻
;よう努める。

日本原子力研究開発崚彗

当機構の人員構成は、平成21年度現在40～ 55膚の年齢帯に儡在しており、平扇
2年度には52～ 50● の年

"帯
に僣在することになるため今後籠敗の増加が,燿

ざれる。しかしながら、以下の取組みにより指数のHI滅に,めていく。

)平成22年度に見込まれる対日家公務員精数 (年齢|1案
"80:年

齢・地増・学E
助事1200)

)具体的改善織

(年||)
22年度

葬:書lili                 

「回る。

)給与水準是正の日楓水準及び具体的

"眼農鴨電鶴 掘 震 協 鯉 野 獅 篤 鶏 鶏
日数を

"8,以
下とする.

「 生労●省 目立●晨・栄贅研究所

当研究所における綸与は日に準した体係(口 に4した綸与表等)を適用している
ところであり、薔1を崚

=日
の綸与改正に準した給与の■■しを行つていく。

崎 覚哺 驚 躍 8君貿 観 躍 需 窺 留 舅 隣 倒 義 総■ 11知 閣 驚 私
こは積極的に若い●員を口置し、平成22年度には平成19年度のjl数である0
〕6を 目

“

とし,嗜崚音改善を国ることとする。

ｍｍ　ｍ〔］］［［］］

22年度

「生労働省 け●安全籠生総合研究所

当研究所は、日の綸与‖度l_4拠した綸与規aを定めているため、■切な綸与

i                                       l
く。

闇
囲

22年度

「生労●省 あ労●■●金共済構輌

平成21年度における対日
=公

薔員指欧(年 齢)は

"10と
口
=公

務■を上回つ1
いるが、当機構の働務地増は東京●特別区であり、jl=■案の対国家公薔員槽
欧は,73と 国家/●・薔員を下回つているところであるものの、平成22年度において1

1∞を下回るよう引き崚
=ヨ

正な綸与水準の饉絆に

'め
ることとする.

叫臓 22年
=

薔齢・障害者層用支援●構

椰におし

=つ
いて

|●Iの籠保●のあ晏から地方支分

“

局
ζ咸10年度実■の■務手当の定率‖
:を

`く

餃定した。
19年度施行)及 び本府省事務口壺手

:098程度 :000以下

1∞ 0以下

腱|

22年度厚生労働省独立行政法人諄4●晏員会における平成20年 度の事績絆価は、19

1:脚署:i継端 嘱割圏胸輸機
瞳籠の日発を回りつつ、綸与水準の■■lLに,めることとする考えである。
これらを鰭まえ、口塊の世代の■■を動案し、定量化が可能な項目について将

来見五しの試算を行つたところ、平成22年 度の対日精董は1008糧底(年 齢●

=)と
なるものと見込まれる。

:認お:鯨r」縦 剤 記 IL溜 鰍 圏 露 癬 還 騒 鑑 解 畠
となっていることから、当初,96と する予定であったものを3596にさらに引會下げ
ヒ.

こうした取組みにより、平成22年度において在●地城・学屋槽威による要因をコ
嘔した対日精数を,000ポ イント以下とすることを目繹に綸与水準の■正化に,

-12-



項 目

独立行政法人

(事職・技術)対目指敏

■する檜量
(具体的な改善策、綸与水準是正の日編水準及び具体的麟限)

標
準

日
水

欄
晨

目
期

年齢 輸
＋
糠

喘
一報

鶴
＋麟
＋
報

年齢

喘
＋
繊
＋
転

軍生労働省 富社医農機構

報凛●支綸総額の■l舎

,ける支出総額100,004百万円に対暉 与、報■等支

“
の日合は1:%程度である。
日合
り■■敗は104人であり、その割合は3●0%となつてい

下げ(△ユ

“

)

口鶴ぉ群
も日家公務員の綸与改定状況尊を注視しつつ、あ晏となる檜置を

呈だな」督″
年度 (平成25年度公壺)における年齢・地城・学歴菫を腱案した対

Lを●ね100ポ イントとする。

24年度

「
生労●省 け働政策研究・研修機構

鰤 岬 岬 :呻 r

織ね1∞ 22年度鷲
殿需露鷲鮮、籠薇船口の識工2%

漱率以上の■学歴者の割合:12096
10及口Эは平成″

“

月!日時点の人数による。

E用・籠力開発機構 “補
22年度

Lしているが、当機構は、口
`

当の目が定菫化前の職薔手
L率鋼のいずれが低い●を|

上記檜量りにより、平成22
rント程度.年齢。地城・学E
I今後の目家公薔■の綸与

`

「
生帰 省

"●

●●●福社機構

,:里資電「
羅椒認器濯翠穿筑駒ぅ網

脚
lmO以下
(年齢)

23年 慶

二i3-



項 目

独立行政法人

(事務・技術)対目指菫

菫する措置
(具体的な改薔策、給与水準IE正 の目撻水準及び具体的期限)

平屈22年Eに見込まれる
(=着・性薔)対日精薔

標
準

日
水

日標
期限年03 鶴

＋
糖

喘
＋
犠

喘
＋
繊
＋
犠

年鈴

輸
＋
繊
＋
犠

軍生労働省 医薬品医薇機
=燿

含●構

口これまでに口した措置

22年度

「
生労働省 【薬薔菫研究所 蜘 :螢:譜借剛潔路雪樫濯路贈晃?彗

=鷲

ていると 嘔輸
22年度

「
生労●省 甲金・健康保険43社臓設壺理機構 :麗観t場説寵懸服府 臓鯉 雛ヂ

コ
=準
した
“
与の■

1当機構は、平成22年 0月 末で解散予定)

1は

]

22年底

嘔生労働省 午金積立金管理運用

離″君ご[軍お王場農鰹鷺誌電鋼記tttrヽ
給与かプのフラッ

.:霧露難館島2優晨事:見傷寝螂
俸を細分4Lしたこと

E」

=猟

錯留認響翼躍留匙習翠
組み、その結果、対国家公議員精敗(地城。学

ょ:民間=用機お
=臓

ば里霞里里出中 撚 L饒

畑3鷲雲馴:告 :E士露5書識鶴鶴蹴 避
●の措置を

"じ

て
'い

りたい。

.限られた人員の中

受ける●■の60096に対し、当法人は

忍閣鵬期辮噺馴贈魔lR13紹合的 ″
5よ う

"め
る。

"OS(注
)

に
邦

ｍ
ロ

虐

塵
22年度

L林水慶省 ヨ凛農林水産拿研究センター 家景!猥躍蹴織:る

と翼 も1緊慶鴨認窮籍緊躙

認買驚
=最=3撃

調離隣綴響ご議詮驚麟意1:紺た
104薇

=
104E慶

囃０　崚い［］‐Ｔ‐田円

22年度

録林総合研究所
離ゞ樅彗翻 乳鶏

=職
臨 ξ讐雫脇

口
鶴

“
喘
＋
誨
＋
籠

20年度

語騒結漏劉路請熙 、電凛競嵩望簡唱罠鍼盟
槽餞山

“
J、 地麟

E林水壼省 E宙産業振興機構

,見直しJを着奥に実施するとともに.

慮することにより、人件費改革を■に
てな証じ、その検肛幡果や取組状況

次のとおり。
て、停綸月口について平成23
,手当の引下げ、口家公3■
1用、管理●●合の引下げ●

證[籍鵬 聾1:翼揮購 鱗 颯
誰鳥ぷ 露

2年自 現 込劇い 対欧 公務則 |●出 2ハ 地域・籠 露 は

24年度

-14-



項 目

独立行取法人

(事務・技術)対目指歓

目する措置
(具体的な改●策:綸与水準是正の目凛水準及び具体的期限)

平酔 年度 に見込 まれ る
(=痛・ お綺 )贅 口織 饉

相
準

日
水

標
限

日
鶴

年 齢 鶴
＋
繊

輸
＋
犠

鶴
＋
壇
＋
銚

年 齢

一
＋
壇
＋
糧

屁業者年金基金

め
に

「臓 24年底
,平 成21年度末ををもって1ポストの■
にし、中期目機の期間の最繊年度(平

下げ。
限
100について、中期目機の期間の終了
5(中期計画に明記).

L林漁葉信用薔金
ｍ腱

24年度

蜘 鮮島動1菫亀'―"い "`‐ …‐ヽ…

D昇ど intお襲品 ど
年魔 1割に引下げ●OIH渤

従来と比較して、平成2“円月1日 から1～2年遅らせることとした。

と給与水準是正の目糧水準及び具体的措置

揚 曇欄露節:職淋鯛i含離1響

二彙所有権情報・研修館

”
詢

”
年

22年度

ヨ本■島保険

(年齢)

匿|

22年度

こ済産彙4 奎業技術総合研究所 驚鸞
(年齢)

22年鷹

口畠諄薔技術二菫機構 雌輸
22年度κ準を維持する予定.

析エネルギー・産彙技術総合開舅
●績

.平成21年度対国家公務員指数は、給与水準の

「
ぃ1■ざ4ЧH嗅菫9]壼聟

(年齢)
22年度

瀧I翼魏瓢斃こ語肇戸

ヨ本■8饉奥機構

鋼職獅舗]13il蠅笛鮮聯
職 :蠣繹 鮮燿里躙闘翻謂躍

(年齢)

224a

「 子力安全
=菫

機構
月國鷹富鵬P葉肝庭            :辮 管偲離

=吾

ｍｍ　ｍ〔［［］［［中〕

22年度野 晏求される。

ま農事[濃轟
時に採用した腕率者の退●な出こより対日,公■■ntltTがる

,■処理推遺機構
1要七Y露摯響L型醐娑JttF221菫導踵 虫 唯

匡
22年度

離 :騒 識 W面 磯 爾 脇 軍馴 麟

-15-



項 目

独立行政法人

(事務・技術)対日精餞

講ずる措■
(具体的な改善策、綸与水準是正の日標水準及び具体的翔瞑) 一̈

〕嘔 標
準

日
水

撻
限

日
期

年齢 輸
＋
繊

喘
＋
駆

鶴
＋
鐵
＋
報

年齢

喘
＋
鱗
＋
報

睦済壼栞省 日油天然ガス・金属鐘物資菫機相

・人件■の湖凛目欄や給与水準(対日家公務員指取)の低減の計口的かつ着実イ
違威のため綸与構造改革に取り組んでいる。具体的には平成10年度に俸綸豪の
平均4“の3:き下げ、昇綸抑劇措置、平成10年度に■■手当の定書化■を実施 (

・●綸表の引き下げについては、国家公務員が俸給月日について現綸保障を実J
しているところであるが、機構独自の取IB4として、平成19年

'月

以降、現綸保障
のり1下げを行つている。
・平成10年 0月 の人事院勧告に

=づ
き、国家公務員が初任輪を中lbに若年層に口

定した●綸月●の31上 Iプを実施したが、機構は俸綸壺の改定を■送り、綸与水尋
の抑

“

を回つている。
:予威2:年 5月 の人事院■時働告に■づき、平成21年0月 期賞与の引き下げを実

がヽ、 珈①
22年度

中小企業基盤整備機構

当機構において、平成20年度に停綸表の改定を■とした綸与●1度 の見口し(定

"昇

綸の抑制、現綸保障の農上、地域手当率の据え量き,を実施)を行い、次年
E以諄も定期鼻綸のllp"、 地城手当率の据え置

=●
を実施していること、また、平

121年度においては、地域に密着して中・長期に、きめ籠かく中4ヽ企業等の支援

‐２２７締
22年度:可能とするエリアロ足●■鷹(適用者は現本椰を抑日)をコ腱.動らが、21年

に対日
=公

務■相数の低減に■がつた。
今後、定期昇綸のllp創、地麟手当率の据え置を■により、給与水準の抑制に取

'組

んでいく所存である。

自筆研究所 俸綸・諸手当●給与水準は、国家公務員の綸与と同じであり.引き続き、日に準
22年度

日土交通省 に■安全環境研究所
・俸綸・静手当等給与水準は、国家公務員の綸与と同様であり、ヨ|=籍き、日に準
して綸与水準の

=正
な取組みを行つていく。

螂ｍ　̈
〔］［］［］］

22年度

諄上技術安全研究所
1綸・諸手当●綸与水準は、国家公薔員の綸与法と同等の給与を支綸しており、

呻ｍ　ｍ〔［［］［］̈

22年度

|■空港技術研究所
・椰綸、■手当与綸与水準は、国家公務員の綸与|1素 に準拠した規程を壺備し、

幅ｍ　ｍｍｍ口田田］

22年慶
・ヨ|●餞き日の綸与改定に沿つて菫正な水準となるように,める。

コ土交■省 E子航議研究所
・●綸・路手当●給与水準は、国家公椰■の綸与に準してためているところであ
る。
・引き崚き目に準した■正な取組を行う。

(年齢 )

22年度

た空大学校

当校は、通綸省の辮風機口として設立された後、平成13年4月 に独立,政法人
移ヽ行しており、●■綸与については、口家公議員の綸与に

"す

る法律や人事餞
,日 に串拠して支綸されているが、3t“の官暑日在

"し

ていた日
=/AN務

■から
0出 向者がおり.これらの■■に対する地域手当の奥D保障や単身赴任手当等
0支綸が、対日

=公
務■指数(特に地城島案、地城・学E勘案)を押し上げる要E

(年 00)

22年度

今後、人員の31目的配量■により解消することを検討する。
なお、当校の指数算出の根機となつている■査対

'人
員は少なく、lB数算出の

=め
の母敏力`小さいため、人事員動に伴う風人的な事情の■化等により、精数が

に
=く

左右されてしまうことがある。

ヨ土交通省 凛遭遺投・
=●

施設整備支援機相

: 平成2:年度においては、賞与の支綸■合の弓1下 げを行い、本社課長補佐手当
の

“

上に伴う饉過措置による支綸割合を籠減し、また他の独立行政法人の取組み
し,考にした●■採用形なの多様化を日つたところであり、対日象7AN務 ■指数は

:,4租農 22年度

日土交五省 口臓観光燎興機構

口臓観光振興崚構の綸与水準は、蟄立行政法人化により大幅な
=|を

下げを伝
ヒ。その結果、臓員綸与については、機構の事務所が東京都潮 区に所在し地ブ

賠奮滉瀧 聟黎紹躍繋鳥理:異i鰍:朕壽雛緊
5状況である。

価 :里離磐競畿難瑠群語3茨膚驚篇

虐

駆
22年度
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項 目

独立行政法人

(事務・技術)対目指数

口する措置
(具体的な改薔策、給与水準是正の目欅水準及び具体的期限)

一轟¨̈ 根
摯

目
水

標
限

目
期年齢 鶴

＋
壇

喘
＋
犠

輸
＋
襲
＋軽

年齢

輪
＋載
＋犠

コ土交通省 水資凛機構

遭磐轟錯裾 稲溜満la崎議沼棚鶴麓事憲4

号黒論贈 理
:螢騨 瞥批鶴雫霞諄鷺撃諸

」理露踊 確 盤 艤驚驚 認脇言鮒透解曹3募
)%カットを実施しています.

(2)地壌手当の奥鋤保障の凍結●
平成22年度は、地j●手当の奥働保障の凛結を実施するとともに、定期昇綸の

翻 棚 路 脇
淵 :謀寝♂鶴;椒↑鯨姜認 百壼b蹴齢 貯
ち 地城勤騒型職員樹度の拡大
平成17年度から50菫以上の■■を対象とし、日―地域内での奥動を市 職員

:灘謝・・ す。な鰤鯨筆最選チ鶴露瀧雷ミ脚

今後とも利水者や国民の皆様のよリー層のご理解が得られますよう、引き続き、
書与水準の適lE化に努めてまいります。

(年齢)

］到 22年度

雲動車事故対策機構 ¨̈‐の俸綸‐こっし、̈̈̈
¨

姉輸
呻腱 22年度

里■(104人 中20人 )の Hl滅、O口家公議員の綸与改正年を踏ま

「 当・住居手当等の見直し年を実施してきたところであり、今後も
務ヽ員の綸与改正■の動向を踏まえた綸与水準の■正化を回る

ヨ土交通省 :ll｀

(`ギここ:

竃洒』割呂譴爵罪途』瀬
=霊

ど意鑑珊 綸率引●Tげい月

距1,瀕:‖閣ヨ浩[:L棚溜朋躍遅群視t3言rこ
諄を

(年齢)

22年度

摯上災書防止センター 22年
=以下まで

退職者を新規採用奢で槍発)を遺めることにより、人件

淵塾驚苫
:=躊:1臨 諜五t記鮮ヤ彗却‖する

|と
も

罪i盤i欄醐嘉籾 離 [繭蠍 ]
:1罐

=
114程 度

118程度
(年齢)

嗅鶴｛］［］］

22年度

療準開発馴ぶ嗣脈ぷ当¥ル鼎 嵩躙 籍常
考に.年間△

口土交壼省

i翼眠ど
搬ヽ離騒臨 鸞雰:輩絆鶴 場鵬

jうり型υ聾曇り颯,コ晏性J=2堕」tぜ■書1■慶に

“

、管理●の一
"見

::IEE 100粧

1'0理 慶
(年齢)

22年度債綺遺済構1

:  鵬 !ヨ訃
6。
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独
(事務・技術)対目指数

諄する措置
(具体的な改善策、綸与水準晨正の目颯水準及び具体的期限)

平蔵22年
=に

見込まれる
でき嘉・織薔〕螢口綺饉

標
準

日
水

欄
限

目
期

年||
年齢

蹴

輸
＋
報

輸
＋
麟
＋
犠

年 齢

輸
＋
壇
＋
転

B土交通省

【措置の内喜】
綸与水準の■正化については、当機構の前身である住宅金融公庫の時代から

以下のとおり取り組んでいる。
(1)公庫における取組状,(平成:3年度)

・本体を平均|ら 11を下げ(管理職は平成17年 ,0月 先行実施)

・平均鼻綸率を国家公務員の1/2程度にl・|||
(a機構における取組状夕(平成:0年度～)

く平成:0年度>
・本俸を平均●01%引 下げ
・賞与の年間支綸月数を●3か月ワ1下げ(4'5か月-4“か月中)

●平成10年4月 :自現在の年間支綸月藪ベース

く平成2,年 1

1"程度
"40以

下

:25凛度
(年齢)

22年度
旧月●等の引下げ(平均改定率▲0“

"及
び

(450か月‐415か 月))を実施

・彙書●(住 宅金融公庫時代にホ義動聰であった●■)本

"の
現綸保障を打ち切

り(平成10¨月比で
"引

下げ)
,管理●手Jの支綸区分を見直して支綸●■ペースで約

"引
下げ)

【現状における効果及び今後の対日
=公

務員■数の見込み】
綸与水準の適正化に向けた取り組みの結果、平成2:年度は平成:7年度の水準
に比ぺ地域・学Ettn後で

"1ポ
イント(年齢のみを働案した場合は,採イント)

に下している.

M翻 1醐難F騒
:留瀧樅

口墳省 田境再生保全饉●

:鏃 縣 電 蜂 晏a撃世生皆四露説訂鶴嶽 鋼 冊 ξ「

成20年度に違

2また、給与構造改革を踏まえた綸与体飛の見■しを計目的かつ着案に実施す
5ことにより給与水準の低減を回る。

)一般■における賞与支綸割合の
)役職手当の定日化 (最大で月壼,

5月 )

下げ)

④峡贅手出
=1,上

げの1年 見送り(目 は月●5∞円引き上げ)

1平成20年 度に口じた措置)

融 鳥ζttL電嵩1路協寝烙記[皇詠発?彙
績絆薔やその■■の動

また、役腱手当の定率

"か
ら定口

"へ
の移行、賞与支綸割合の引き下げなどに

にり、綸与水準の

""に"め
た。

1平成21年慶に■した檜■)

踏襲
==朧

そヽ賛議冽
′口lt0 2963訃 ゆ

○所有住宅に係る住層手当の農止
④併任による●■●の実質的な開減

朧 馬菫層嵐ξ聟粽盤 搬
拿績諄●やその■■の働務威

平成22年 度に■じる措置)

彙3の見直し等に併せて、管理●螢の開減に,める。
1綸与水準最■の日橿水準及び具体的期限>
上記の構■を口することにより、平成18年度の対日象公薔員槽菫llllについ
r,平成22年度までに対日象公務員槽敷を薇ね

"2覆
度とし、地

=菫
、学E構成

、支出予
=の

総傾
"0.500.771千

円)

ｍｍ
22年度

見込まれる対日家公務員構数及び目欄水準・目欄期限を
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資料3役員報酬の支給状況 (役員報酬は支給総額を記載)

主務省 法人名
常勤役員の年間報酬の状況 (千円) (厖笏摯  舅受計,

法人の長 理事 監 事
予算額

(百万円)

数

＞

員

人

役

＜
職員数

(ンハ、)

内閣府 ◎ 国立公文書館 ※ 13.03〔 ※11,049 2.581

※6.61ラ 〉く4,989

北方領土問題対策協会 18.231 〉(8,92C 2 1

〉(1,413

沖縄科学技術研究基盤整備機構 17.60C ※5,98〔 11,284

γ肖費 者 層 国民生活センター 17,73C 〉(2,701

〉(12,107

14,777

〉(5,727

〉く8,285
総務省 情報通信研究機構 22,381 ※ 10.590 7 427

14,773

1335(

15.81〔

〉(5,331

15,526

◎ 統計センター 〉(6,967 14.989 11,11 85(

〉(10,946 〉く4,954

〉(9,475

平和祈念事業特別基金 ※11,975 14.560 1,105 1 1

〉(764

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 20,932 〉く4,976 14,63〔 23,929,511

〉く9,831
法務省 日本司法支援センター 17,903 42,239

※4(

外務省 国際協力機構 21,306 18.39【 14,49C 168,53〔 1.664

i4.472

※ 8.40C

〉(13.06C

〉(2,941

〉(5.899

〉く10,053

〉(5,884

〉(10,069

〉く5,324

〉(8,134

※ 1.138

国際交流基金 19,362 〉(6,055 17.148 2 22(

〉(3.992

財務省 酒類総合研究所 13,877 13,455 1.223 2

◎ 造幣局 19,878 〉(6,449 ※ 4,52C 47,993 6

〉く9,462 ※ 9.801

14,673 14,381

◎ 国立印刷局 20,555 〉(10,264 15,211 77.538 7 4,53〔

15,2“ 13.79ワ

〉く4,84C

※ 10,161

日本万国博覧会記念機構 17,297 〉(11.881 13,382 3,833 4

〉(2,671

〉(4,37C

〉(10.08フ

郡
省学

又
科

国立特別支援教育総合研究所 16,813 14.452 1,311 2

大学入試センター 17.624 15,185 1415( 11.01〔

国立青少年教育振興機構 17,624 14,018 12,69` 15,957

〉(13.957

14,018

14,102

目立女性教育会館 14,116 ※ 12.564 1,009 1

国立国語研究所 ※8,420 ※7,198

国立科学博物館 ※7.26ワ 〉(14,99〔 3,435 1

※11,054

物質。材料研究機構 ※5,944 17.96C 15,18コ 2465`
〉(12,729 16.85C

16.46超

ン
漕
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主務省 法人名

冨勤役員の年間報酬の状況(千円) (参 考)

法人の長 理事 監事
予算額

(百万円)

役員数

(人 )

職員数

(人 )

又 部

科学省
防災科学技術研究所 16,603 〉(7.571 13,507 10,900

〉(6,23〔

放射線医学総合研究所 19,02C 15.02` 15,229 14,374

15,17(

国立美術館 18,819 ※5,14〔 13,661

※ 10.18Z

17,061

国立文化財機構 17,755 17.59( 1

13,33〔

16,12ラ

教員研修センター 16.87( 13,56` 1,711

科学技術振興機構 17,19` ※ 12.69ラ 12,14【 1 43,821

〉く4,811

〉く9,33つ

14,21C

〉く2,614

14.443

日本学術振興会 17.732 15,059 〉(5.27C 191,166

14637 ※5.477

理化学研究所 20.933 16.901 ※4.187 114,83C 8 1,842

15_537 〉(9.299

!6,051 〉(11,07〔

:5,451 〉(2,56`

1425〔

宇宙航空研究開発機構 21,278 14.37( 254,273 1,98(

16,397 14,70`

14,152

15.592

15,857

15.550

〉く7,412

〉(6.06(

日本スポーツ振興センター !8.114 〉(13,93( 〉(6,74C 105.284 338
※ 1.14〔 〉(5,593

1509[

:5.16〔

〉く7,49″

〉(7.674

日本芸術文化振興会 〉(5,601 15,06[ 13,798 27.166

〉く12,011 15.251

※ 14,64〔

日本学生支援機構 ,771 ※10,71〔 13,79〔 1,683,58〔 44〔

〉(6.28´

16,141

15.94〔

〉(10,751

〉く5,03(

海洋研究開発機構 18,30ε 3.66[ 12,97C 45,30,

5,15〔

5.16〔

国立高等専門学校機構 16.618 5,69[ 83,90〔 6,371

459C

4.132

4,848

3,625

大学評価・学位授与機構 16.618 3,665 2,131

※ 13,31C

国立大学財務 。経営センター 16,612 4,189 170.857

日本原子力研究開発機構 20,022 7,223 ※11,112 204,229

6.538 ※2,406

〉(5:436 ※6,485

場(10,976 〉(5,71(

〉く7.465

〉(5,956

14,612

14,612
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嗜

―

―

主務省 法人名

常勤役員の年間報酬の状況(千円) (2多  ヽ j書争)

法人の長 理事 監事
予算額
(百万円)

役員数

(人)

職員数
イ人ヽ

爆  螢

労働省
日 立 偉 康 探 奉 研 究 所 16.09C 17.273

労働安全衛生総合研究所 16,754 14.28題 ※487 2,81(

14357 〉(9,07〔

勤労者退職金共済機構 19,471 場(13.553 〉(6,65( 535,28乏

〉(3,067 〉く5,51(

※12.24C

〉(2,770

※12,282

〉(2,376

〉(12.260
181肺・障 吾 有 屋 用 又 破 機 種 16,558 15,492 12.64` 69,046

13.980

くゝ6,761

13,670

13.782

福祉医療機構 18,019 〉く5,582 12,28〔 208,304 6

〉(7,757

5.51〔

543〔

5,642

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 13,01[ 1,415 3,910 3

1,666

労 働 政 策 研 究・研 修 磯 橋 17,232 ※ 1,628 〉(3,84C 3,30ラ 4 11

〉(2,703 ※9,149

14,519

〉(2,012

〉(4,928

雇用・能力開発機構 18,514 〉(14.321 〉(12,34` 572,769 4 3,67フ

5,456

※ 14.39〔

5,29う

5,18厖

労働者健康福祉機構 18,78〔 ※3,96( 307.827 13,72(

5,14C 〉(8,774

5,18〔

5,19〔

◎ 国立病院機構 22,93〔 8_952 13,964 51,02(

6.05C

〉(6.972

〉く9,088

:6.07C

16,153

医薬品医療機器総合機構 16,83C 14.824 13,87( 41,764

〉(5,229

〉(9.531

:5,195

医薬基盤研究所 17.93ワ 12,941 1

年金・健康保険福祉施設整理機構 21,80モ 100.444 1

年金積立金管理運用 19,39〔 〉く5,618 46,30〔

※10.306

晨 杯

水産省
◎ 晨林水産消費安全技術センター 13,304 12.823 10,63( 8,04〔

12,102

10,365

種苗管理センター 16.353 13.403 3,68ワ

11,377

家畜改良センター 15,761 12,868 9,438

11.123

水産大学校 13,810 14,945 3.182

17,911 17,743 13:69イ 60,797 1 2.31(

〉く935 ※4,43〔

※15.611 〉く9,05〔

〉(5,01C 12,06C

※10092

15,418

12,907

15.236

12,883

14,129

14,20フ

14153

:2,996
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主務省 法人名
常勤役員の年間報酬の状況 (千円) (参 考)

法人の長 理 事 監事
予算額

(百万円)

役員数

(人)

職員数

(人 )

展 林

水産省
展業生物資源研究所 18,06〔 15,135 12.331 4

14,179

農業環境技術研究所 16.27C 13,168 10,23( 4.169 3

国際農林水産業研究センター 15,187 12,068 ■123 3

森林総合研究所 16,96G くゝ7,522 13,57厖 100.244 8 1,204

※8,344

13,925

15,282

17.061

15_654

15.669

水産総合研究センター 15,901 14.55〔 12236 29,15(

※ 4,80〔 12,30G

〉(9,57C

:4,913

メ(6,283

〉く8,168

14.660

展畜産業振興機構 18,589 〉〈6,805 ※41∝ 384035 1

メ(8,938 ※9,19ε

※13,191 〉(6,588

※2,943 ※5,43ワ

※5,00C

※ 10,30C

〉(12.48【

〉(2,772

※5,11

〉(10,286

15,63C

〉く4,762

※10,138

農業者年金基金 18,289 13,881 〉(2,56〔 221,596 4

〉〈6.262 ※ 11.188

〉(7.459
農林漁業信用基金 20,14( 17088 〉く4,876 235.59フ 8

〉(14,213 メ(6,35C

〉(2,980 〉(1.226

〉く5,614 〉(6,94C

〉く10,471 ※5,422

メ(6.763

※ 8,84`

※12.41C

〉く2,98C

〉(13.084
栓  桝

産業省
経済産業研究所 21.03C 1,75〔 1

工業所有権情報・研修舘 18,18C 14.418 13,33C

日本貿易保険 ※ 10.481 19,269 13,62Z 79,11

〉く11,52C 17,818

産業技術総合研究所 20.171 18.970 11.90( 1

● 2,96[ 17.535 14.85〔

〉く5,888 ● 1,72〔

〉(10.982

7.472

7,44〔

7.734

7.47`

8_00C

●754

● 2.241

◆ 2,241

◎ 製品評価技術基盤機構 15,7371 14.343 11.921 9,47C 4

◆ 1.30〔 12.575

● 285

●1.030
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主務省 法人名
常勤役員の年間報酬の 況ヽく千円) (参   考

法人の長 理事 監 事
予算額

(百万円)

役員数

(ンハ、)

職員数

`人

ヽ

［解
新エネルギー`産業技術総合開発機構 21.24〔 ※9,245 〉く6,67( 288,013 1,02(

※8,724 2く 0・ZZ2

〉(3.078

〉(7,694

◆619

16,231

◆549

17.120

16,842

〉〈3,002

※ 14.19C

日本貿易振興機構 20,844 17,602 14,164 40,22C 9 1,531

16,427

〉(6,251

※9,425

※6,559

15,22C

〉(9,495

15.866

※8,722

01,321

◆671

● 1,36`

原子力安全基盤機構 19405 1505〔 16_44: 23.63〔

● 1,53( 〉(7.63´ 〉く3.221

〉(1006〔 〉(5,85(

※14.163

〉(2,91C
情報処理推進機構 18,041 16,800 〉(2,49Z 11,122

14:667 〉く10,81(

◆385 ◆35(

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 22,141 19,128 〉(7.04ラ 2,004,242

〉(15.565 〉く6,70〔

〉(6,792

〉(9,722

〉く6,773

〉(9,631

16,781

※15,60C

◆2.44ラ

〉(12,73〔

中小企業基盤整備機構 20.212 〉(5,853 1,434,285

● 89〔 〉(9,089 ※4,45`

※7.195 ※9,76(

※8,192 ※4,40Z

※6.67C 〉(9,53`

〉(9,097

14,980

15,083

14,696

14.690

◆1,11

◆1,11

◆40〔

◆73(

◆73(

● 73〔

工
省通

口
交

土木研究所 17,911 ※6,29( ※4,46( 12,872

〉(8,27( ※8,431

14.58コ

建築研究所 15,74( 14,294 2,297

交通安全環境研究所 16,901 14,57G

海上技術安全研究所 17,22〔 14.45フ 13.43C 4,221

13.331

港湾空港技術研究所 14,248 12.29C 3,633

電子航法研究所 17.15ε 14.648 1230g 2,246

航海訓練所 18,28〔 13.245 12,915 6,334

〉く4,790

〉く9,658
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主務省 法人名
冨勤役員の年間報酬の状況(千円) (厖夢|  ラ躍テ)

法人の長 理事 監事
予算額

(百万円)

役員数

(人 )

職員数

(人 )

国 エ

交通省
海技教育機構 15,146 12.662 12,72Z 3,026 201

13,576

航空大学校 15,122 8,87〔 2,889

自動車検査 19,403 〉(5,004 14,267 14.147 848

メ(11,242

〉(5,385

※ 10,866

16.188

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 21.14フ 18,899 14.25C 2,134,181 11 1,593

〉く5,521 〉(6,953

※10.010 〉(5,268

※ 14.615 ※1160ワ

〉く5,215

※ 10.658

〉(7,694

15.666

〉(5.245

〉(7.55(

15,664

:5,94[

15.874

国際観光振興機構 18,274 〉(4,88ラ 13.631 3.58ξ

14.842

※ 12,016

〉く9,93フ

図(2,78C

水資源機構 20,005 15.612 14.026 262.548 8 1.52〔

16,037 14,156

※ 12.542

〉(12,586

〉(2.343

15.492

15.819

自動車事故対策機構 17,442 14592 13,16` 14,533

i4.683 ※ 10,76(

〉(7,576

〉(6,925

空港周辺整備機構 17.241 ※12,92 12.94( 12,71〔

※2.92C

※11,74C

〉(2.613

13,497

:2.94G

海上災害防止センター 〉く6,07厖 ※4,95C ※4.71〔

※ 9,982 〉(8,987 〉(7.52【

〉(3.921

〉く9,598

都市再生機構 20,84〔 18.313 14.26〔 2,473,14〔

〉(5,754 ※4,70〔

〉(5,829 〉(891〔

16.90C 〉(8,784

17,229

15.749

〉(5,173

※10,487

〉(10,542

15.663

〉(9,722

15,656

奄美群島振興開発基金 〉(9.744 9.117 3,399 1

日本高速道路保有・債務返済機構 22,121 18,101 〉(7.241 3,919,606

16,217 ※4,630

※13.218 〉(10.239

住宅金融支援機構 21,80〔 〉く6,721 ※5,471 9,028,171

※11,102 〉(8,56〔
14,75〔

13,49`6_46Z

6,31C

6,361

6,25〔
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主務省 法人名
常動役員の年間報酬の状況(千円) (電″ト  ラ姜争)

法人の長 理 事 監事
予算額
(百万円)

役員数

(ノAヽ)

職員数
(人 )

環勇 省 日立環境研究所 15,153 15,1図 13,961

※ 15,69C

栞郷 再 生保 全磯橋 18,914 15,385 ●1,599 110,59C 5

〉(5,656 11,00〔

〉〈9,458

●873

14.455

防鶴省 ◎ 駐留軍等労働者労務管理機構 19,04( 12.639

(注)1年間報酬は平成21年度に支給された実際の総額を記載しており、※は平成21年度の在籍期間が1年間に満たないことを示す。
2◆は21年度以前に辞めた者に対して21年度中に支払われた業績給であることを示す。
3「―」は該当する役員がいないことを示す。
4◎は特定独立行政法人(公務員型)を示す。
5「年間報酬Jには、諸手当を含む。
6「理事」には、副理事長等を含む。
7「予算額」は、平成21年度計画(変更された場合には変更後の計画)に記載されてしる業務経費、施設整備費等を含む支出予算の総額である。
8「役員数」は、平成22年 3月 31日 現在の常勤役員数である。
9「職晨数」は、平成22年 3月 31日 現在の常勤職員数(下記の職員を除く。)である。
・競争的研究資金により雇用さ雄 期付職員                                         '
・研究開発独立行政法人の受託研究者又は共同研究のための民間からの外部資金により雇用され稚 期付職員
・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課題(第二期科学技

霞競李淵 摯 駅 げ
苺日閣議決0において指定されている戦略重点科学技術をい発 Hこ獲 %級 皓 期 錆 好 成r犠 末において

"
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資料4役 員の退職手当の支給状況

(1)理事長

主務省 法人名
支給額 (総額) 法人での在職期盾

退職年月日 業績勘案率
(千円) 年 月

内閣府 ◎ 国立公文書館 18,463 平成21年 7月 7日

財務省 董幣局 10,015 5 4 平成 20年7月 17日

◎ 国立印刷局 3 平成21年3月 31日

文 部

科学省

日本芸術文化振興会 7,696 2 平成21年6月 30日

た学評価・学位授与機構 7,455 0 平成21年3月 31日

厚 生

労働省

国立健康 。栄養研究所 5,928 0 平成 21年3月 31日

労働安全衛生総合研究所 16,730 0 平成21年3月 31日

涯 済

産業省

日本貿易保険 13,638 6 平成 21年7月 31日

◎ 製品評価技術基盤機構 5,532 0 平成21年3月 31日

原子力安全基盤機構 9.303 平成 21年3月 31日

理 事 長 計 100.263

(2)理事 (常勤 )

主務省 法人名
支給額 (総額) 法人での在職期間

退職年月日 業績勘案率
(千円) 年 月

内閣府 沖縄科学技術研究基盤整備機構 1,995 1 平成 19年4月 13日

消費者庁 国民生活センター 2,343 0 平成 21年9月 30日

総務省 情報通信研究機構 4,552 4 平成 20年3月 31日

5,058 4 0 平成 21年3月 31日

法務省 日本司法支援センター 1,241 l 平成 21年4月 1日

財務省 ◎ 造幣局 4,725 3 5 平成21年7月 31日

3,528 3 0 平成 21年3月 31日

日本万国博覧会記念機構 3,075 2 平成 20年8月 31日

文 部

科学省

物質 。材料研究機構 4,348 2 平成 20年7月 31日 0
防災科学技術研究所 2,950 2 4 平成20年7月 31日 0

国立美術館 5,532 0 平成21年6月 30日 0

国立文化財機構 2,766 0 平成 21年3月 31日

科学技術振興機構 3.047 3 平成 21年 12月 31日 0

2,484 0 平成21年7月 14日

宇宙航空研究開発機構 8,698 0 平成20年9月 30日

5∫178 0 平成21年3月 31日

海洋研究開発機構 7,216 6 平成 21年3月 31日
厚 生労働 省 勤労者退職金共済機構 4.955 0 平成 20年6月 30日

経 済

産業省

産業技術総合研究所 7.998 0 平成 20年3月 31日

2,787 平成 20年3月 31日

◎ 製品評価技術基盤機構 4,368 平成21年3月 31日

新エネルギー・産業技術総合開発機 8,451 平成21年8月 16日

日本貿易振興機構 3,670 11 平成21年6月 29日

原子力安全基盤機構 4,709 平成 21年7月 31日
国 土

交通省
国際観光振興機構 4,800 平成21年7月 13日

1,795 1 平成21年 12月 31日

水資源機構 6,057 平成 21年3月 31日

3,430 0 平ガこ19年6月 25日

6.989 平成 20年3月 31日

2,858 平成20年 10月 31日

空港周辺整備機構 4,345 3 平成21年 12月 31日

5,873 5 0 平成21年 12月 31日

海上災害防止センター 3,348 3 平成 21年6月 17日

環境省 環境再生保全機構 2,795 2 平成20年9月 30日

3,726 3 平成 21年6月 30日

理 事 計 151,690
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3

主務省 法人名
支給額 (総額 ) 法人での在職期間

退職年月 日 業績勘案率
(千円) 年 月

財務省 ◎ 造幣局 4,704 0 平成 21年6月 30日

◎ 国立印昴1局 平成21年3月 31日 1.0

蜘昭
ナ線医学総合研究所 8,261 0 平成21年3月 31日 0.9

t空研究開発機構 2.393 平成20年 10月 31日

」期
労 :全衛生総合研究所 3,640 4 平成21年7月 25日 1.0

労働政策研究。研修機構 4,254 0 平成21年6月 25日

雇用・能力開発機構 2,628 5 平成20年7月 25日 1.0

労 力者健康福祉機構 3.534 3 平成21年6月 30日

蹄解
莉 工不ル キー 嵯 栗 反 術 総合 開発 機 4,327 平成 21年8月 31日

原子力安全基盤機構 4,012 3 平成21年9月 30日

」盤
航空大学校 1,776 平成21年3月 31日
水 等源機構 5,909 10 平成 20年7月 31日

環境省 E再生保全機構 5,700 5 平成21年3月 31日
防衛省 ◎ 駐留軍等労働者労務管理機構 1,952 2 0 平成20年3月 31日

事 計 55.442

(注)1本 表は、各主務大臣及び各法人が公表した内容 (平成22年 7月 1日 時点)を取りまとめたものである。
2◎は特定独立行政法人 (公務員型)を示す。
3公表時点において、退職手当支給額の金額が確定し、平成21年度中にその全額を支払い終えた者のみを記載している。
4「理事」には副理事長等を含む。
5「業績勘案率Jと は、役員の退職手当の額を決定するに当たり、俸給月額に支給率を乗じた額に乗ずる率であり、各府省の

独立行政法人評価委員会が0.0か ら2.0の 範囲内で業績に応じて決定するものである。
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資料5総人件費改革の取組

(1)人件費の削減を行う法人

主務省 法人名
達成度合いを測る基準額G

(平成17年度実績)
平成21年度実績0 (b)―(D 増減率

増減率
(補正働

輌費者片 国民生活センター
(千円 :

1.053.292

(千 円 ;

953,483

(千円,

▲ 99.809

ツ

▲ 9.[

ツ

▲ 7.6

総務省 情報通信研究機構 4,098,25C 3,748,85C ▲ 349,400 ▲ 8.E ▲ 6.〔

平和祈念事業特別基金 196,69C 166ち409 ▲ 30,281 A 15.4 ▲ 13.7

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 * 417,861 395,847 ▲ 22,014 ▲ 5.3 ▲ 3.6

外務省 国際協力機構 16,739,53C 15,329,607 ▲ 1,409,92〔 ▲ 8.4 ▲ 6.7

国際交流基金 2,221,219 2,033,692 ▲ 187,527 ▲ 8.4 ▲ 6.7

財務省 酒類総合研究所         ◇ 422,521 373,786 ▲ 48,735 ▲ 11.5 ▲ 9.8

日本万国博覧会記念機構 482,041 435,469 ▲ 46,572 ▲ 9.7 ▲ 8.(

文 部
科学省

国立特別支援教育総合研究所 664,822 598,831 ▲ 65,991 ▲ 9.9 ▲ 8.乏

大学入試センター 812,241 743,793 ▲ 68,448 ▲ 8.4 ▲ 6.1

国立青少年教育振興機構 4,477,401 3,654,553 ▲ 822,848 ▲ 18.4 ▲ 161

国立女性教育会館 209,334 192,116 ▲ 17,21〔 ▲ 8.2 ▲ 6.[

国立国語研 究所         ※ 519,023 413,403 ▲ 105,62( ▲ 20.3 ▲

国立科学博物館        ◇ 1,221,881 1,100,426 ▲ 121,45〔 ▲ 9.9 ▲ 8.2

物質・材料研究機構      ∵ 5,450,049 5,142,218 ▲ 307,831 ▲ 5.6 ▲ 3.9

防災科学技術研究所 ＝
ｏ

1,267,729 1,075,912 ▲ 191,817 ▲ ▲ 13.4

枚射線医学総合研究所     ☆く 3,445,569 3,206,752 ▲ 238,817 ▲ 6.G ▲ 5.2

コ立美術館 1,016,061 967,616 ▲ 48,451 ▲ 4.E ▲ 3.1

コ立文化財機構 2,878,75C 2,688,829 ▲ 189,921 ▲ 6.C ▲ 4,C

教員研修センター 416,19C 371,231 ▲ 44,968 ▲ 10.8 ▲ 9.1

科学技術振興機構       ☆〈 5,903,15C 5,548,695 ▲ 354,455 ▲ 6.C ▲ 4.3

日本学術振興会        ☆ 734,615 700,140 ▲ 34,475 ▲ 4.7 ▲ 3.C

宇宙航空研究開発機構    ∵ 17,870,864 16,547,700 ▲ 1,323,164 ▲ 7.4 ▲ 5,7

日本スポーツ振興センター 2,969,565 2,670,727 ▲ 298,838 ▲ 10.1 ▲ 8.4

日本芸術文化振興会 2,431,199 2,297,045 ▲ 134,154 ▲ 5.5 ▲ 3.8

日本学生支援機構 4,253,487 3,485,812 ▲ 767,67〔 ▲ 18.0 ▲ 16.3

海洋研究開発機構      ∵ 5,802,460 4,513,638 ▲ 1,288,82乏 ▲ 22.2 ▲ 20.5

国立高等専門学校機構 48,837,144 44,416,515 ▲ 4,420,62G ▲ 9.1 ▲ 7.4

大学評価。学位授与機構 1,017,337 880,531 ▲ 136,80( A 13.4 ▲ 11

国立大学財務。経営センター 252,248 197,841 ▲ 54,407 ▲ 21.6 ▲ 19.〔

日本原子力研究開発機構   ∵ 40,687,464 37,510,249 ▲ 3,177,215 ▲ 7.〔 ▲ 6.1

厚  生

労働省
国立健康。栄養研究所     ◇ 429,528 400,757 ▲ 28,771 ▲ 6.7 ▲ 5.(

労働安全衛生総合研究所    ◇ 1,015,390 900,993 ▲ 114,397 ▲ 11 ▲ 9.(

勤労者退職金共済機構 2,148,43( 1,879,505 ▲ 268,925 A 12.5 ▲ 10.〔

高齢。障害者雇用支援機構 5,429,68乏 5,006,639 ▲ 423,043 ▲ 7.8 ▲ 6.1

福祉医療機構 2,412,89t 2,096,883 ▲ 316,012 ▲ 13.1 ▲

労働政策研究・研修機構    ◇ 1,201,763 1,032,945 ▲ 168,81〔 ▲ 14.0 ▲

雇用・能力開発機構 34,203,169 27,048,312 ▲ 7,154,851 ▲ 20.9 ▲

労働者健康福祉機構 101,685,384 104,579,228 2,893,84ζ

国立病院機構 304,525,998 319,214,055 14,688,051 4.〔

医薬品医療機器総合機構 3,742,988 3,656,921 ▲ 86,061 ▲ 2.〔 ▲ 0.6

医薬基盤研究所        ◇ 641,88〔 574,724 ▲ 67,161 ▲ ▲ 8.〔

午金積立金管理運用 803,97“ 681,148 ▲ 122,82C ▲ ▲ 13.(
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主務省 法人名 達成度合いを測る基準額C
(平成17年度実績)

平成21年度実績0 (b卜(D 増減率
増減率
(補正値)

農 林
水産省

喪林水産消費安全技術センター

(千 円

4,886,80(

(千円 |

4,439,838

(十円,

▲ 446,968

0/1

▲ 9。 1

7

▲ 7.4

種苗管理センター 2,111,09C 2,001,319 ▲ 109,771 ▲ 5.2 ▲ 3.5

家畜改良センター 5,317,22[ 5,012,041 ▲ 305,184 ▲ 5。 7 ▲ 4.C

水産大学校 1,436,682 1,342,511 ▲ 94,171 ▲ 6.6 ▲ 4.9

農業・食品産業技術総合研究機構 ◇ 23,135,042 21,441,903 ▲ 1,693,139 ▲ 7.3 ▲ 5.6

農業生物資源研究所      ◇ 3,289,445 3,004,108 ▲ 285,337 ▲ 8.7 ▲ 7.0

農業環境技術研究所      ◇ 1,557,363 1,398,896 ▲ 158,467 ▲ 10.芝 ▲ 8.〔

国際農林水産業研究センター   ◇ 1,376,381 1,319,538 ▲ 56,843 ▲ 4.1 ▲ 2.4

森林総合研究所        ◇ 6,272,07( 5,917,297 ▲ 354,77〔 ▲ 5.1 ▲ 4.C

水産総合研究センター     ◇ 7,667,55〔 7,113,948 ▲ 553,61C ▲ 7.2 ▲ 5.5

晏畜産業振興機構 2,189,361 1,894,704 ▲ 294,66e ▲ 13.[ ▲ 11.8

妻業者年金基金 754,84C 645,089 ▲ 109,751 ▲ 14.[ ▲

農ホ漁業信用基金 1,211,881 1,040,033 ▲ 171,848 ▲ 14.2 ▲

桂 済

産業省
経済産業研究所 444,80C 370,007 ▲ 74,799 ▲ 16.8 ▲

工業所有権情報。研修館 1,043,901 918,107 ▲ 125,794 ▲ ▲ 10.4

産業技術総合研究所     ☆く 29,336,933 27,254,280 ▲ 2,082,653 ▲ 7.1 ▲ 5.“

新エネルギー・産業技術総合開発機構 ◇ 6,614,531 5,982,947 ▲ 631,584 ▲ 9.[ ▲ 7.ε

日本貿易振興機構 13,664,699 12,149,081 A l,515,618 ▲ 11.1 ▲ 9.4

原子力安全基盤機構 4,688,32〔 4,412,865 ▲ 275,458 ▲ 5.9 ▲ 4.2

情報処理推進機構       ☆ 1,757,044 1,552,978 ▲ 204,066 A ll.6 ▲ 9.9

石油天然ガス。金属鉱物資源機構 5,004,745 4,141,921 ▲ 862,824 A 172 A 15.5

中小企業基盤整備機構 7,982,538 6,984,073 ▲ 998,465 ▲ 12.[ ▲ 10.〔

国  主

交通省
土木研究所          ◇ 3,708,094 3,426,427 ▲ 281,667 ▲ 7.( ▲ 5.C

建築研究所          ◇ 834,225 792,540 ▲ 41,685 ▲ 5。 ( ▲ 3.e

交通安全環境研究所      ◇ 819,551 747,939 ▲ 71,61〔 ▲ 8.1 ▲ 7.C

海上技術安全研究所      ◇ 1,926,18( 1,820,394 ▲ 105,792 ▲ 5.〔 ▲ 3.8

港湾空港技術研究所      ◇ 863,82〔 817,190 ▲ 46,63〔 ▲ 5.4 ▲ 3.7

電子航法研究所        ◇ 606,377 527,735 ▲ 78,642 A 13.C ▲ 11.3

抗海訓練所 3,744,39C 3,302,839 ▲ 441,551 ▲ 11.8 ▲ 10.1

侮技教育機構 1,739,035 1,607,348 ▲ 131,687 ▲ 76 ▲ 5.9

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 16,603,447 13,884,581 ▲ 2,718,866 ▲ 16.4 ▲ 14.7

国際観光振興機構 1,132,559 939,633 ▲ 192,926 ▲ 17.0 ▲ 15.C

水資源機構 14,338,034 13,185,541 ▲ 1:152,493 ▲ 8.0 ▲ 6.3

自動車事故対策機構 2,909,1lC 2,549,106 ▲ 360,010 ▲ 12.“ A 10.7

毎上災害防止センター 310,515 278,565 ▲ 31,950 ▲ 10.〔 ▲ 8.C

奄美群島振興開発基金 151,912 124,783 ▲ 27,129 ▲ A 16.2

日本高速道路保有・債務返済機構 △ 946,338 795,837 ▲ 150,501 A 15.C ▲ 14.2

住宅金融支援機構       ◎ 9,755,681 8,384,312 ▲ 1,371,36C ▲ 14.1 ▲ 12.4

環境省 国立環境研究所        ◇ 2,323,93[ 2,021,372 ▲ 302,563 ▲ 13.C A ll

合計(82法人) 831,467,59C 804,977,461 ▲ 26,490,135 ▲ 3.2 ▲ 1.[
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(2)人員の削減を行う法人

主務省 法人名
達成度合いを測る基準額(a

(平成17年度実績〉
平成21年度実績6) (b卜(D 増減率

閃 開 直
国立公文書館

人

留

人ヽ ,

▲ 1

ツ

▲ 2.〔

北方領土問題対策協会 20 ▲ 1 ▲ 4.〔

総務省 統計センター ▲ 59 ▲ 6.5

財務省
造幣局 1,112 ▲ 145 ▲

国立印刷局 5,05C 4,54〔 ▲ A 10.2

蜘解
理化学研究所 ＝

ｏ
2,233 1,85C ▲ 383 A 17.2

厚 生

労働省

国立重度知的障害者総合施設のぞみの国 302 ▲ 53 A 17.5

年金・健康保険福祉施設整理機構 ▲ 2 ▲ 5.(

済
省業

経
産

日本貿易保険 ▲ 1 ▲ 0。 (

製品評価技術基盤機構 ′
ｔ 401 ▲ 2〔 ▲ 6.〔

国 土

交通省

抗空大学校 ▲ 〔 ▲ 6.[

自動車検査 ▲ 21 ▲ 2.4

空港周辺整備機構 95 ▲ 16 ▲ 16.8

都市再生機構 4,326 3,929 ▲ 397 ▲ 9.2

環境省 環境再生保全機構 ▲ 11 ▲ 6.8

防衛省 駐留軍等労働者労務管理機構 ▲ 67 ▲ 16.9

合計 (16法人 ) 16,28C 14,571 ▲ 1,709 ▲ 10.5

(注)1本 表は、各主務大臣及び各法人が公表した内容(平成22年 7月 1日 時点)を取りまとめたものである。
2各法人は、中期目標。中期計画に定められた人件費の削減又は人員の純減を図ることとなるが、本表(a)欄 に示した金額又は人数は、その取

組の結果を実績に基づいて測定し、日標達成の進ちょく状況、達成度合いを判断する際の基準となるものである。
3削減の対象となる人件費の範囲は、常勤の役員及び職員に支給される報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額である。
4削減の対象となる人員の範囲は、常勤の役員及び職員である。
5増減率 (補正値)とは、「行政改革の重要方針」(平成17年 12月 24日 閣議決定)により、削減対象の人件費から控除することとされている人事

院勧告を踏まえた給与改定分を除いて算出した削減率である。なお、人事院勧告を踏まえた給与改定分は、行政職 (―)職員の年間平均給
与の増減率を使用し、平成18年度は0%、 平成19年度は0.7%、 平成20年度は0%、 平成21年度は▲2.4%となっている。

6*は平成19年 10月 に設立された法人であり、基準額については、中期計画にあるとおり、「平成19年度の当該経費相当額(人件費(退職手
当及び福利厚生費(法定福利費及び法定外福利費)を除く。))相 当額を標準的な年間あたり経費に換算した額」を算出した。

7☆は、競争的研究資金により任期付職員を雇用している法人であることを示す。競争的研究資金については、公募により交付先が決定さ
れ、あらかじめ人件費を見込むことができない。このため、同資金による人件費については削減対象とされていない。

8♯は、研究開発独立行政法人の受託研究者又は共同研究のための民間からの外部資金による任期付き職員を雇用している法人であること
を示す。同資金については、あらかじめ人件費を見込むことができないことに加え、その政策的意義に鑑み、同資金による人件費については
削減対象とはされていない。

9◇は、国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上重要な研究課

扇∫雹 鉗 雲 電 冽 明 継 鞘 麟 確 涯吉じ五湿轟
されている戦略重点科学技術をは 凛こ従事する者及び着手研究者好
去人であることを示す。研究開発法人における当該入件費については、そ

の政策的意義に鑑み、削減対象とはされていない。
10※は平成21年 10月 に大学共同利用機関法人となった法人であり、「平成21年度実績 (b)」 欄の額は、同年4月 1日 から9月 30日 までの独立行

政法人において該当する額及び同年10月 1日 から平成22年3月 31日 までの大学共同利用機関法人において該当する額を合算した額を記
載している。

11△は平成17年度途中に設立された法人であり、基準額は設立から平成17年度末までの支給実績を基に推計している。
12◎は平成19年4月 に設立された法人であり、基準額については、中期計画にあるとおり、「平成18年度の住宅金融公庫の人件費(機構が権

利及び義務を承継した保証協会にかかる人件費を含む。)」 を算出した。
13国際協力機構の基準額については、平成20年 10月 1日 の国際協力銀行の海外経済協力業務の承継に伴う増員分(339人 )を含んで算出し

たものとなっている。
14高齢・障害者雇用支援機構の基準額には、第1期 中期計画上、「精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラム」に係る人件費は

事業開始 (平成17年 10月 )後 1年間の人件費を含むとされており、平成18年 4月 ～同年9月 までの実績を平成17年度の実績額5,282,594千 円
に加え記載している。

15医薬品医療機器総合機構の基準額については、平成18年 12月 25日 総合科学技術会議意見具申において、医薬品審査の迅速化・効率化
のため、機構の審査人員について3年間で概ね倍増とされたことを踏まえ、基準年度 (平成17年度)の実績額に、平成21年度までの医薬品
審査人員の増員分に係る人件費(1,167,614千円)を加えて補正した額となつている。また、「対日直接投資の抜本的な拡大に向けた有識者
会議の5つの提言J(平成20年5月 19日 対日投資有識者会議)において、デバイス・ラグの解消に向けた取組として、医療機器の審査員 (35

全臨 整射 』舅収食肇議轟軍警更雪裔墓獄露委ぶ
2年度末の医療機器審査人員に係る人件費の実績額の確定後において、
除外している。

“蹄籍嘉錦躍筵際ξ入椴嚇醐影麗″『1義群協需r場』騨誕聯期難慨滉糧』
｀

官あて通知文書)に基づき、人件費の5%以上の削減を達成した旧緑資源機構の職員分を除算した額となっている。当該人件費について
は、削減対象とされていない。

17国際農林水産業研究センター及び森林総合研究所は、平成20年4月 1日 の旧緑資源機構の業務承継に伴い増員となっているが、「廃止等
を行う独立行政法人の職員の受入に協力する独立行政法人等に係る人件費―律削減措置の取扱い」(平成20年 6月 9日 付け 行政改革推
進本部事務局他から各府省担当官あて通知文書)に基づき、人件費の5%以上の削減を達成した旧緑資源機構の職員分を除算した額と
なつている。これらの人件費については、削減対象とされていない。
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18工業所有権情報。研修館の基準額については、平成19年 1月 1日 の業務移管に伴う増員分(34人)を含んで算出したものとなっている。
19土木研究所の基準額については、平成20年4月 1日 の業務移管に伴う増員分(138人 )を含んで算出したものとなっている。
20沖縄科学技術研究基盤整備機構にういては、沖縄科学技術大学院大学の設置が目的とされ、関係閣僚申合せにより、その開学にういて

は、主任研究員が50人程度に達した時点を目途とするとされていることから、対象法人とはされていない。
21日 本司法支援センターについては、刑事訴訟法等の改正に伴う被疑者国選弁護対象事件の範囲の拡大により、21年度に大幅に事業量が

増大することが見込まれていたことから、対象法人とはされていない。
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資料6給 与、報酬等支給総額

主務省 法人名
平成20年度

(千円)

平成21年度
(千円)

対前年 度 比較増 ▲減

増減額 (千円) 対前年度比 (%
内閣府 ◎ 国立公文書館 407,08( 388.894 ▲ 18,192 ▲ 4.[

北方領土問題対策協会 162.48〔 155,005 ▲ 6,584 ▲ 4.1

沖縄科学技術研究基盤整備機構      # 1.185.03⊆ 1,388,995 203,956

消費者庁 国 民 生 活 セ ン タ ー 1,007,48, 973.993 ▲ 33.494 ▲ 3.[

総務省 情報通信研究機構 3,810,791 3,748,850 ▲ 61,938 ▲ 1.(

◎ 統計センター 5,411,18E 5,332,912 ▲ 78,27〔 ▲ 1.4

平和祈念事業特別基金 180,59C 166.409 ▲ 14,181 ▲ 7.C

郵便貯金・簡易生命保険管理機構 409,94C 394.110 ▲ 15.821 ▲ 3.9

法務省 日本司法支援センター          ♯ 3.308.722 3.858_901 550,23〔

外務省 国際協力機構 16,154,128 15.329.00' ▲ 824,51( ▲ 5,1

国際交流基金 2.145.922 2,033.692 ▲ 112.23( ▲ 5.2

財務省 酒類総合研究所 410,603 385,865 ▲ 24,73〔 ▲ 6.C

◎ 造幣局 7,138,256 6,702,432 ▲ 435,824 ▲ 6.1

◎ 国立印刷局 32,518,540 31,068,577 ▲ 1,449,96[ ▲ 4.5

日本万国博覧会記念機構 445.133 435=469 ▲ 9,664 ▲ 2.2

部
省学

ヽ

文
科

国立特別支援教育総合研究所 621,312 598.831 ▲ 22,481 ▲ 3_6

大学入試センター 768.290 743,701 ▲ 24,497 ▲ 3

国立青少年教育振興機構 3,871,604 3.054.553 ▲ 217,051 ▲ 5.6

国立女性教育会館 201.976 192,116 ▲ 9,860 ▲ 4.C

国立国語研究所            ※ 493.58( 221.229

国立科学博物館 1,107,997 1.100.420 ▲ 7,571 ▲ 0.7

物質・材料研究機構 5,943,564 5,988=381 45,316

防災科学技術研究所 1,433,520 1.405.577 ▲ 27.943 ▲ 1.9

放射線医学総合研究所 3,751,395 3,540,197 ▲ 205,198 ▲ 5.5

国立美術館 976,216 987,010 ▲ 8,600 ▲ 0.9

国立文化財機構 2,745,389 2.088.820 ▲ 56.56C ▲ 2.1

教員研修センター 404,296 371,231 ▲ 33,06[ ▲ 8.2

科学技術振興機構 11,416,127 10,582,34C ▲ 833,787 ▲ 7.3

日本 学術 振興会 739,592 048.12C 108.52〔

理化 学研 究所 20,692,473 20.092.88嘔

宇宙航空研究開発機構 19,225,546 18,255,54C ▲ 970,00C ▲ 5.(

日本スポーツ振興センター 2,658,49〔 2.695.02C 36.531

日本芸術文化振興会 2,344.831 2,297,04t ▲ 47,786 ▲ 2.(

日本学生支援機構 3,606,70〔 3,485,812 ▲ 120,897 ▲ 3.4

海洋研究開発機構 6,531,60( 6.532.991 1.38[

国 立高等 専 門学校機 構 45.930.41〔 44,410,51こ ▲ 1,513,903 ▲ 3.〔

大学評価・学位授与機構 935,76〔 880.531 ▲ 55,234 ▲ 5.g

国立大学財務。経営センター 216,78( 197,341 ▲ 18,945 ▲ 8.7

日本原子力研究開発機構 40.256.96〔 39,301,269 ▲ 895,700 ▲ 2.2

生
省厚

鋤
国立健康・栄養研究所 452,56乏 432.084 ▲ 20,478 ▲ 4.E

労働安全衛生総合研究所 1,031,74C 962,653 ▲ 69,094 ▲ 6.7

勤労者退職金共済機構 1,962,25乏 1.879.505 ▲ 82,747 ▲ 4.2

高齢・障害者雇 用支援機構 5,070,947 5=000,031 ▲ 64,308 ▲ 1.3

福祉医療機構 2,076,44C 2.096.883 20,434 1

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 2.219,02C 2,030,350 ▲ 188,664 ▲ 8.5

労働政策研究。研修機構 1,112,961 1.032.045 ▲ 80,016 ▲ 7.2

雇用・能力開発機構 29,252,907 27,048,312 ▲ 2,204,595 ▲ 7.5

労働者健康福祉機構 102,232,141 1ま、579,220 2,347,087

◎ 国立病院機構 314,203,948 319,214.055 5,010,10,

医薬品医療機器総合機構 3,371,889 4,000,150 658.261

医薬基盤研究所 659,066 619.400 ▲ 39,60C ▲ 6.0

年金・健康保険福祉施設整理機構 245.664 237,084 ▲ 8.58C ▲ 3.5

年金積立金管理運用 702,967 681.140 ▲ 21.81C ▲ 3.1
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主務省 法人名
平成20年度

(千円)

平成21年度
(千円)

対前年 度 比較増 ▲減

増減額 (千円 ) 対前年度比 (%)
晨 林

水産省

◎ 晨林水産消費安全技術センター 4,598,14[ 4,430,330 ▲ 158,307 ▲ 3.4

種苗管理センター 2,055,41〔 2.CЮ l.319 ▲ 54,099 ▲ 2.6

家畜改良センター 5,184,752 5,022,329 ▲ 162,423 ▲ 3.1

水産大学校 1,406,75[ 1.342.511 ▲ 64.244 ▲ 4.6

晨 葉 。食 品 産 業 技 術 総 合 研 究 機 構 22,710,42( 21,989,353 ▲ 721,07( ▲ 3.2

農業生物資源研究所 3,283,253 3.162.161 ▲ 121.09乏 ▲ 3.7

農業環境技術研究所 1,524,692 1,401,715 ▲ 62,971 ▲ 4.1

国際晨林水 産業研 究センター 1,666,557 1.027.63〔 ▲ 38.924 ▲ 2.〔

森林総合研究所 10,602,1lC 9,899,80錮 ▲ 702.301 ▲ 6.(

水産総合研究センター 7,565,401 7.305.23ワ ▲ 260.164 ▲ 3.イ

農畜産業振興機構 1,991,883 1,894,704 ▲ 97,17C ▲ 4.⊆

農業者年金基金 676,088 045.039 ▲ 30,994 ▲ 4.(

晨林漁業信用基金 1,072.857 1,040,033 ▲ 32,824 ▲ 3.1

済
省業

経
産

経済産業研究 405,336 370,00フ ▲ 35.329 ▲ 8.1

工業所有権情報・研修館 946,906 918,107 ▲ 28,799 ▲ 3.C

日本貿易保険 1,397,213 1.432.330 35,117

産業技術総合研究所 28,697,182 27,660,924 ▲ 1,030,258 ▲ 3.C

◎ 製品評価技術基盤機構 3,109,835 3.050.410 ▲ 59,419 ▲ 1.9

新エネルギー・産業技術総合開発機構 6.089,060 6,002,096 ▲ 26.964 ▲ 0.4

日本貿易振興機構 13,005,111 12.149.081 ▲ 856.030 ▲ 6.6

原子力安全基盤機構 4,718,46〔 4,412,86〔 ▲ 305,603 ▲ 6.5

情報処理推進機構 1,602,39“ 1,552,97〔 ▲ 49。 416 ▲ 3.1

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 4,278,09〔 4.141.921 ▲ 136,17乏 ▲ 3.2

中小企業基盤整備機構 7.346.225 6,98407【 ▲ 362,152 ▲ 4.9

土
省通

国
交

土木研究所 3,557,201 3.490,01こ ▲ 67.18〔 ▲ 1.9

建築研究所 843,613 807.43ロ ▲ 36,174 ▲ 4.[

交通安全環境研究所 838,519 794=41C ▲ 44,109 ▲ 5.t

海上技術安全研究所 1,857,923 1.855,994 ▲ 1,929 ▲ o.1

港湾空港技術研究所 896,000 853,008 ▲ 42,992 ▲ 4.〔

電子航法研究所 564,757 544,233 ▲ 20.524 ▲ 3.C

航海訓練所 3,470,816 3.302.83g ▲ 167.977 ▲ 4.8

海技教育機構 1,663.14〔 1,007,348 ▲ 55,797 ▲ 3.4

航空大学校 930.04⊆ 884641 ▲ 45,408 ▲ 4.9

自動車検査 5,211,68C 5.116.764 ▲ 94,916 ▲ 1.8

鉄道建設。運輸施設整備支援機構 14,548,181 13,884,581 ▲ 663.600 ▲ 4.6

国際観光振興機構 1,035,11( 039,033 ▲ 95.48〔 ▲ 9.2

水資源機構 13,471,774 13.185.541 ▲ 286.23〔 ▲ 2.1

自動車事故対策機構 2.749.25( 2,549,100 ▲ 200,144 ▲ 7.3

空港周辺整備機構 688,48[ 042.147 ▲ 46.33〔 ▲ 6.1

海上災害防止センター 288,661 278,565 ▲ 10.09〔 ▲ 3.〔

都市再生機構 31,973,841 31,947.209 ▲ 26.55乏 ▲ 0.1

奄美群島振興開発基金 131.30C 124.783 ▲ 6.52〔 ▲ 5.(

日本高速道路保有・債務返済機構 846,20C 795,83フ ▲ 50.37乏 ▲ 6.(

住宅金融支援機構 8,580.74C 8.384.312 ▲ 196.42E ▲ 2.〔

環境省 国立環境研究所 2,277,848 2.153.350 ▲ 124.49E ▲ 5。 〔

環境再生保全機構 1,127.561 1.002.07C ▲ 125.48[ ▲ 11.1

防衛省 ◎ 駐留重等労働者労務管理機構 ,OR,,AC 1_050_55, ▲ 131_717 ▲ 6.1

合 計
宝人全体 951,734.004 941.607. ▲ 9,854,25g ▲ l

♯、※を除く法人 946,746,657 930.138.201 ▲ 10.608.454 ▲ 1.1

(注)1本表は、各主務大臣及び各法人が公表した内容(平成22年 7月 1日 時点)を取りまとめたものである。
2◎は特定独立行政法人(公務員型)であることを示す。

3「給与、報酬等支給総額Jとは、常勤役職員に係る当該年度に支給した報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額である。
4♯は総人件費改革の対象外とされている法人であることを示す。

・沖縄科学技術研究基盤整備機構については、沖縄科学技術大学院大学(仮称)の設置が目的とされ、関係閣僚申合せにより、平成24年度を目
途に開学することとされており、今後も事業量が増大することから、対象法人とはされていない。
。日本司法支援センターについては、刑事訴訟法等の改正に伴う被疑者国選弁護対象事件の範囲の拡大により、21年度に大幅に事業量が増大
することが見込まれていたことから、対象法人とはされていない。

5※は平成21年 10月 1日 に大学共同利用機関法人になったことを示し、21年度の支給総額は平成21年 4月 1日から同年9月 30日 までの額である。
6「対前年度比較増▲減」の「対前年度比」は、平成20年度と21年度とで支給総額が何パーセント変化したかを表す変化率である。
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資料7
独立行政法人の役職員の給与水準を公表しているHP等一覧

0内 閣府所管

(注)「アドレスJ等は、平成22

○ 消費者庁所管

法務省所管

○ 外務省所管

:レスJ等は、 年6月 30日 現在のもの。

042-758-3162
アドレスJ等は、

042-327-7521
03-5273-1211

総務部企画・総務担当

03-5472-7101

03-3580-4111

、平成22年 6月 30日 現在のもの。
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O財務省所管

○ 文部科学省所管

0厚生労働省所管

06-6351-5319
03-3587-4524

06-6877-3334

03-5478-1215

0493-62-6719
042-540-4376
03-5814-9816

020-863-7718

029-879-6611
048-226-5605

0422-40-3109
03-5410-9126
03-3265-6129
03-6743-6018

042-353-1514
03-4212-6112

(注 )「アドレスJ等は、

法 人 名 ア ド レ ス 担 当部署 連絡発 電話番号

ヨ立健康・栄養研究所 劇b:/′ⅢM″ mhiw“ b/2enera1/dokurltu/sirv● 1/i」ran h昴 : 大臣官房厚生科学課
03-5253-1111

(内螢3812)

"働
安全衛生総合研究所 〕tt●://― mhlw Eoi● /2enera1/dokurltu/sirv。 5/iuran htmi

労働吾準局安全爾生剖
II画課
労働基準局労災補償却
労災管理課

(内線5550)

着働者健康福祉機構 ,tt●ノ/www mhiに oi●/genera1/doku■ tu/sirv● 6/1uran.htrni (内線5451)

助労者退職金共済機構 )ub://゛

“
n■mh〕w[oi● /genera:/dokuntu/ss、 7/itlran htni

貯働こ準局D労看生雇
椰動労者生活課

臓業安定局宙齢・障害
饉雇用対策部企画課

(内線5364)

薔齢・障害者雇用支援機構 lttD://― mhiw Ю i● /2enera1/dokuritu/sirvo3/iuran hLη l (内線5813)

■用・籠力開発機構 ttp://www mh:w質 ol●/史enera1/dokurltu/sirv09/itlran httni (内線5916)
II社医療機構 止■2∠∠― mhiw Eol● /鰺 neral/dokurtu/動

～o10ノ ltlran hbη : 社会・援霊局福社基菫樹 (内線2869)

日立三度知的障害者総合施設のぞみの日 itt● ://卿眩mhiw Ю io/genera1/dOku"tu/sirvol 1/tiran htm: は含・援覆局障害保健
■社部瞳書福祉饉 (内線3039)

労働政策研究・研修機構 ,い :〃www mhlw ЮJ。/"nemノ dokuntu/sirv● 12カ Jttn hm:
「I東穫 砧 冨 付

"取
騨

齢
=官

室 (内線7740)

ヨ立病院機構 lttpノ/― mhiw"b/αeneraν dokuntt1/drvo34uran htm:´
医政局 日立病院屎 日立

蘭院機構管理室 (内線2634)

藍薬品医療機器総合機構 ttp://"慨 mhlw g● Jp/genera1/dokurltu/sirvo2/iuran huη : 医薬食品局総務課 (内線2913)
医薬基盤研 究所 ittDノ/― mh:w m iO/2en era:/doktirb/A耐 o4/1,iran himi 大臣官房厚生科学課 (内線3812)
竿金・健康保険福社施設整理機構 ittpノ/― mh:w●●lo/● o"ettνJd鯉JШ腱並Md3/tlran.htmi 年金局事業企日課 (内線3624)
撃金積立金 管理運 用 ttD://7-w mh:w“ io/cenera:/山 轟tt1/drv。 14/tiran htm: 竿金局総務課 (内線 3343)

-35-



アドレス」等は、平成22年 6月 30日現在のもの。

○農林水産省所管

083-286-5112

029-838-8340

029-838-8156

○ 経済産業省所管

03-3501-1042

03-3501-1363

03-3512-7656
029-862-6284
03-3481-0952

新エネルギー・産業技術総合開発機構 044-520-5102

03-3582-5538
03-4511-1240
03-5978-7501
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○ 国土交通省所管

スJ等は、平成22年6月 30日現在のもの。

03-5521-8228

029-850-2316

○ 防衛省所管
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(参考 1)

○特殊法人等の廃止 口民営化等及び独立行政法人の設立等に当た っての基本方針について

,              (平 成 14年 10月 18日 特殊法人等改革推進本部決定)(抄 )

2 新独立行政法人の役職員の身分等

新独立行政法人の役員の報酬等については、平成 14年 3月 15日 の閣議決定により特殊法人等

の役員の給与及び退職金の大幅削減が行われたこと及び報酬等には役員の業績等が考慮されなけ

ればならないとする独立行政法人通則法第 52条及び第 53条の趣旨を踏まえ、厳に適正な水準とす

る。新独立行政法人の職員の給与についても、同法第 57条及び第 63条の趣旨を踏まえ、適正な水

準とする。

また、主務大臣は、新独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準を、国家公務員及び他

の独立行政塗人の役職員と比較ができる形で分かりLやすく公表することとする。

Q独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について

(平成 15年 12月 19日 閣議決定)(抄 )

1 独立行政法人

(1)各府省は、所管の独立行政法人に対 し、役員の退職金の支給率に関して、平成 16年以降の在

職期間については、 1月 につき俸給月額の 12.5/100を基準とし、これに各府省の独立行政法

人評価委員会が 0.0か ら 2.0の範囲内で業績に応 じて決定する業績勘案率を乗 じたものとする

よう要請する。

(2)独立行政法人評価委員会は、上記 (1)の業績勘案率の決定に当たり、あらかじめ総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会に通知する。この場合、総務省政策評価・独立行政法人評価委員

会は、独立行政法人評価委員会に対 し、意見を述べることができる。

独立行政法人評価委員会は、業績勘案率が 1.5を超え、又は 0.5を 下回る場合には、速やか

に各主務大臣に通知する。主務大臣は、通知があったときは、内閣官房長官に報告する。

(3)独立行政法人及び主務大臣は、各役員の退職金の支給額について、「公務員の給与改定に関す

る取扱いについて」 (平成 15年 9月 16日 閣議決定)の 4(注)に基づき、決定に至った事由とと

もに公表する。 (注)公務員の給与改定に関する取扱いについて (平成 15年 9月 16日 閣議決定)

(注)公務員の給与改定に関する取扱いについて (平成 15年 9月 16日 閣議決定)

4 独立行政法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与

変志進篠拿壁皇悪蕗議貧Ь繕音行繁韮合告裟表纂奮曇管L纂奪奮署珍電雰魚琴車写キ基装争量2種
酬

とする。またt特殊法人等の役職員の給与改定に当たつても、国家公務員の例に準じて措置されるよ
う対処するとともに、事業及び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものとする。
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○行政改革の重要方針 (平成17年 12月 24日 閣議決定)(抄 )

4総人件費改革の実行計画等

(1)総人件費改革の実行計画

ウ その他の公的部門の見直し

① 独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人

(ア)主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標 (今後 5年間で5%以上の純減)及び給与構

造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、

国家公務員に準じた人件費削減の取組を行 うことを中期目標において示すこととする。

(イ)各法人は、中期目標に従い、今後 5年間で5%以上の人件費 (注)の削減を行 うことを

基本とする (日 本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。)。 これ

に加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むも

のとする。

各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、

中期計画における削減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進1/1状況等を的確に把

握するものとする。

(注)今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。

○独立行政法人整理合理化計画 (平成19年 12月 24日 閣議決定)(抄 )

Ⅲ.独立行政法人の見直 しに関し講ずべき横断的措置

1.独立行政法人の効率化に関する措置

(4)給与水準の適正化等

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位

置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿つて着実に削

減に取 り組むこと。

イ 主務大臣は、国家公務員 と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準が高い理

由及び講ずる措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行 うととも

に、社会的に理解が得られる水準とするよう要請すること。

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対して、給

与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民

の理解が得られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう

要請すること。

工 主務大臣は、各独立行政法人に対 して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官

の給与の範囲内とするよう要請すること。

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意

しつつ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。
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② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にそ

の業績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業

績が適切に報酬額に反映されることが必要である。

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、

監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

○公務員の給与改定に関する取扱いについて (平成 21年 8月 25日 閣議決定)(抄 )

3(4)独立行政法人 (総務省設置法 (平成 11年法律第 91号)第 4条第 13号に規定する独

立行政法人をい う。以下同じ。)の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与

水準を十分考慮 して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう要請するととも

に、中期目標に従つた人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直

しの取組状況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様

式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

(平成18年法律第47号)(抄 )

(独立行政法人等における人件費の削減 )

第 53条  独立行政法人等 (独立行政法人 (政令で定める法人を除 く。)及び国立大学法人等

をい う。次項において同 じ。)は、その役員及び職員に係 る人件費の総額について、平成

ユ8年度以降の 5年 FH5で、壬成 17年度における額からその 100分の 5に相当する額以上を減

少 させ ることを基本 として、人件費の削減に取 り組まなければな らない。

2 独立行政法人等を所管す る大臣は、独立行政法人等による前項の規 2~・による人件費の削

減の取組の状況について、独立行政法人通則法 (国立大学法人等にあっては、国立大学法

人法 )の定めるところにより、的確な把握を行 うものとする。
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○独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号 )

【役員の報酬等】
(役員の報酬等)

第 52条
2 特定独立行政法人壁、その役員に対する報酬笠の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表し
なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特定独立行政法人の業務の実績
及び中期計画の第 30条第 2項第 3号の人件費の見積 りその他の事情を考慮して定められなければならない。

第 53条 主務大臣は、前条第二項の規定による届出があつたときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員
会に通知するものとする。
2 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適
合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
(準用)

第 62条  第 52条及び第 53条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について奎用する。こ
の場合において、第 52条第 3項中「実績及び中期計画の第 30条第 2項第 3号の人件費の見積 り」とあるのは、「実
績」と読み替えるものとする。

【職員の給与】
(職員の給与)

第 57条
2 特定独立行政法人生、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければ
ならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和 25年法律第 95号)の適用を受ける国家公
務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第 30条第 2項第 3号 の
人件費の見積 りその他の事情を考慮して定められなければならない。
(職員の給与等)

第 63条
2 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届
け出るとともに、公表 しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合
したものとなるように定められなければならない。

【財務諸表等の作成】
(財務諸表等)

第 38条  独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主

内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び
予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 (次条の規定によ
り会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を
付けなければならない。

3 主務大臣は、第 1項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ
ればならない。

4 独立行政法人は、第一項の規定による主整大臣の承認二重けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、
財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き:≡霧否
令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

○「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解Jに関するQ&A
平成 12年 8月 (平成 20年 2月最終改訂)(抄 )

第 10章 附属明細書及び注記

Q78-1 附属明細書を作成する各欄には、具体的にはどのような内容を考えているのか。
A
18 役員及び職員の給与の明細

(3)独立行政法人の役量の報酬等及び職員の給皇の水準について、主務大臣が総務大臣の定める様式に則つて公
表する事項についても、明細書に併せて公表することとする。
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(参考 2)

独立行政法人職員と国家公務員との比較方法

(対国家公務員指数 (年齢勘案)の算出方法)

1.比較職種

同種の職種間で給与水準を比較

① 全ての独立行政法人

法人の「事務・技術職員Jと 国の「行政職俸給表 (―)適用職員」を比較

② 研究職員が在職する独立行政法人

法人の「研究職員」と国の「研究職俸給表適用職員Jを比較

③ 病院部門を有する独立行政法人

a 法人の「医師」と国の「医療職俸給表 (―)適用職員」を比較
b 法人の「看護師」と国の「医療職俸給表 (三)適用職員」を比較

2.比較する給与

年間給与額について比較

(注)年間給与額とは、公表を行 う年度の前年度に支給された給与額 (月 例給、賞与等の合計

額)か ら、超過勤務手当、特殊勤務手当等の実績給及び通勤手当を除いた額

3.比較方法

比較対象法人の年齢別人員構成をウエイ トに用い、法人に国の給与水準を持ち込んだ場合の給与
水準を100と して算出

(考え方)

法人の年齢別平均年間給与額X法人の年齢別人員数      法人が現に支給している給与費

国の年齢別平均年間給与額 X法人の年齢別人員数   国の給与水準で支給したと仮定した場合の給与費

※  「年齢・地域 。学歴勘案の指数Jの算出に当たっては、年齢別・地域別 。学歴別の平均年間給与額と人員数
を用いて算出。
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具体的算出例 (事務・技術職員を国家公務員と比較する場合)

年齢階層

(歳 )

国 (行政俸給表 (― )

適用職員)
独立行政法人 (事務・技術職員)

平均年間給与額
(a)

人員

(b)
平均年間給与額

(c)

1

20-23

24-27
28-31

32-35

36-39

40-43
44-47
48-51
52-55
56-59

3,000千 円

3,700千 円

4,500千 円

5,400千 円

6,300千 円

7,200千 円

8,200千 円

8,700千 円

8,900千 円

9,000千 円

1人

5人

5人

5人

5人

5人

4人

4人

3人

3人

3,500千
「

4,200千
「

5,200千
「

5,700千円

6,800千円

8,100千円

8,300千円

9,200千円

9,700千円

101000千 円

(注 )「平均年間給与額J等の数値は、算出例を示すために作成 したサンプルデータである。

【算出例】

○独立行政法人が現に支給している給与水準

|(bl× cl)+(b2X c2)+(b3X o3)+(b4X o4)+(b5X c5)+(b6X c6)+(b7X c7)+(b8X c8)+(b9× c9)+(b10 X o10)〕 ÷

(bl+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10)

= 232,6001140

= 7,065

0国の水準で支給 した場合の給与水準

I(bl X al)+(b2X a2)+(b3X a3)+(b4X a4)+(b5x a5)+(b6X a6)+(b7X a7)+(b8X a8)+(b9X a9)+(b10 X a10)〕 ‐■

(bl+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10)

= 259,8001140

- 6,495

0対国家公務員指数

7,065÷ 6,495X100=108.8
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